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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療従事者の業務の実施時間を含む業務日誌情報の入力画面を表示手段に表示させる第
１の表示制御手段と、
　前記入力画面に対する前記業務日誌情報の入力を受け付ける入力制御手段と、
　前記入力制御手段により受け付けた前記業務日誌情報を記憶手段に記憶させる記憶制御
手段と、
　を備え、
　前記業務日誌情報に、業務を担当した医療従事者及び業務対象の病棟の情報が含まれ、
　前記第１の表示制御手段が、複数の前記医療従事者と一又は複数の前記病棟と前記業務
の前記実施時間とを入力可能な入力画面を表示可能であり、
　前記入力制御手段が、前記入力画面に入力された前記実施時間を前記病棟各々に分配し
、分配後の時間を前記医療従事者各々の前記業務日誌情報における前記病棟各々に対応す
る前記実施時間の入力として受け付ける業務管理装置。
【請求項２】
　前記業務日誌情報に、業務実施日の情報が含まれ、
　前記第１の表示制御手段が、前記業務実施日が入力可能な入力画面を表示可能であり、
　前記入力制御手段が、前記入力画面に入力された前記実施時間を前記病棟各々に分配し
、分配後の時間を前記医療従事者各々の前記業務実施日の前記業務日誌情報における前記
病棟各々に対応する前記実施時間の入力として受け付ける請求項１に記載の業務管理装置
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。
【請求項３】
　前記第１の表示制御手段が、前記病棟ごとの業務件数が入力可能な入力画面を表示可能
であり、
　前記入力制御手段が、前記入力画面に入力された前記病棟ごとの業務件数に応じて前記
実施時間を前記病棟ごとに分配する、
　請求項１又は２に記載の業務管理装置。
【請求項４】
　前記記憶手段に記憶された前記業務日誌情報に基づいて、予め設定された対象期間にお
ける予め設定された特定業務の実施時間の合計を前記病棟ごとに算出する実施時間算出手
段と、
　前記実施時間算出手段により算出される前記特定業務の実施時間の合計を前記表示手段
に表示させる第２の表示制御手段と、
　を更に備える請求項１～３のいずれかに記載の業務管理装置。
【請求項５】
　医療従事者の業務の実施時間を含む業務日誌情報の入力画面を表示手段に表示させる第
１の表示制御手段と、
　前記入力画面に対する前記業務日誌情報の入力を受け付ける入力制御手段と、
　前記入力制御手段により受け付けた前記業務日誌情報を記憶手段に記憶させる記憶制御
手段と、
　を備え、
　前記業務日誌情報に、業務を担当した医療従事者及び業務対象の病棟の情報が含まれ、
　前記第１の表示制御手段が、一の前記医療従事者と複数の前記病棟と前記業務の前記実
施時間とを入力可能な入力画面を表示可能であり、
　前記入力制御手段が、前記入力画面に入力された前記実施時間を前記病棟各々に分配し
、分配後の時間を前記医療従事者の前記業務日誌情報における前記病棟各々に対応する前
記実施時間の入力として受け付ける業務管理装置。
【請求項６】
　前記業務日誌情報に、業務実施日の情報が含まれ、
　前記第１の表示制御手段が、前記業務実施日が入力可能な入力画面を表示可能であり、
　前記入力制御手段が、前記入力画面に入力された前記実施時間を前記病棟各々に分配し
、分配後の時間を前記医療従事者の前記業務実施日の前記業務日誌情報における前記病棟
各々に対応する前記実施時間の入力として受け付ける請求項５に記載の業務管理装置。
【請求項７】
　前記第１の表示制御手段が、前記病棟ごとの業務件数が入力可能な入力画面を表示可能
であり、
　前記入力制御手段が、前記入力画面に入力された前記病棟ごとの業務件数に応じて前記
実施時間を前記病棟ごとに分配する、
　請求項５又は６に記載の業務管理装置。
【請求項８】
　前記記憶手段に記憶された前記業務日誌情報に基づいて、予め設定された対象期間にお
ける予め設定された特定業務の実施時間の合計を前記病棟ごとに算出する実施時間算出手
段と、
　前記実施時間算出手段により算出される前記特定業務の実施時間の合計を前記表示手段
に表示させる第２の表示制御手段と、
　を更に備える請求項５～７のいずれかに記載の業務管理装置。
【請求項９】
　コンピュータに、
　医療従事者の業務の実施時間を含む業務日誌情報の入力画面を表示手段に表示させる第
１の表示制御ステップと、
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　前記入力画面に対する前記業務日誌情報の入力を受け付ける入力制御ステップと、
　前記入力制御ステップにより受け付けた前記業務日誌情報を記憶手段に記憶させる記憶
制御ステップと、
　を実行させるための業務管理プログラムであって、
　前記業務日誌情報に、業務を担当した医療従事者及び業務対象の病棟の情報が含まれ、
　前記第１の表示制御ステップでは、複数の前記医療従事者と一又は複数の前記病棟と前
記業務の前記実施時間とを入力可能な入力画面が表示され、
　前記入力制御ステップでは、前記入力画面に入力された前記実施時間が前記病棟各々に
分配され、分配後の時間が前記医療従事者各々の前記業務日誌情報における前記病棟各々
に対応する前記実施時間の入力として受け付けられる業務管理プログラム。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　医療従事者の業務の実施時間を含む業務日誌情報の入力画面を表示手段に表示させる第
１の表示制御ステップと、
　前記入力画面に対する前記業務日誌情報の入力を受け付ける入力制御ステップと、
　前記入力制御ステップにより受け付けた前記業務日誌情報を記憶手段に記憶させる記憶
制御ステップと、
　を実行させるための業務管理プログラムであって、
　前記業務日誌情報に、業務を担当した医療従事者及び業務対象の病棟の情報が含まれ、
　前記第１の表示制御ステップでは、一の前記医療従事者と複数の前記病棟と前記業務の
前記実施時間とを入力可能な入力画面が表示され、
　前記入力制御ステップでは、前記入力画面に入力された前記実施時間が前記病棟各々に
分配され、分配後の時間が前記医療従事者の前記業務日誌情報における前記病棟各々に対
応する前記実施時間の入力として受け付けられる業務管理プログラム。
【請求項１１】
　業務管理装置と一又は複数のクライアント端末と記憶手段とを備える業務管理システム
であって、
　前記業務管理装置が、医療従事者の業務の実施時間を含む業務日誌情報の入力画面を前
記クライアント端末の表示手段に表示させる第１の表示制御手段と、前記クライアント端
末の前記入力画面に対する前記業務日誌情報の入力を受け付ける入力制御手段と、前記入
力制御手段により受け付けた前記業務日誌情報を前記記憶手段に記憶させる記憶制御手段
と、を備え、
　前記業務日誌情報に、業務を担当した医療従事者及び業務対象の病棟の情報が含まれ、
　前記第１の表示制御手段が、複数の前記医療従事者と一又は複数の前記病棟と前記業務
の前記実施時間とを入力可能な入力画面を表示可能であり、
　前記入力制御手段が、前記入力画面に入力された前記実施時間を前記病棟各々に分配し
、分配後の時間を前記医療従事者各々の前記業務日誌情報における前記病棟各々に対応す
る前記実施時間の入力として受け付ける業務管理システム。
【請求項１２】
　業務管理装置と一又は複数のクライアント端末と記憶手段とを備える業務管理システム
であって、
　前記業務管理装置が、医療従事者の業務の実施時間を含む業務日誌情報の入力画面を前
記クライアント端末の表示手段に表示させる第１の表示制御手段と、前記クライアント端
末の前記入力画面に対する前記業務日誌情報の入力を受け付ける入力制御手段と、前記入
力制御手段により受け付けた前記業務日誌情報を前記記憶手段に記憶させる記憶制御手段
と、を備え、
　前記業務日誌情報に、業務を担当した医療従事者及び業務対象の病棟の情報が含まれ、
　前記第１の表示制御手段が、一の前記医療従事者と複数の前記病棟と前記業務の前記実
施時間とを入力可能な入力画面を表示可能であり、
　前記入力制御手段が、前記入力画面に入力された前記実施時間を前記病棟各々に分配し
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、分配後の時間を前記医療従事者の前記業務日誌情報における前記病棟各々に対応する前
記実施時間の入力として受け付ける業務管理システム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、病院等の医療機関における薬剤師等の医療従事者の業務を管理する業務管理
装置、業務管理システム、及び業務管理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、病院等の医療機関では、薬剤師により調剤業務及び服薬指導業務などの各種の
業務が実施される。また、医療機関では、各病棟において薬剤師による病棟薬剤業務（病
棟薬剤業務実施加算の対象となる業務）も実施される。例えば、病棟薬剤業務には、医薬
品の投薬・注射状況の把握、医薬品の医薬品安全性情報等の把握及び周知並びに医療従事
者からの相談応需、入院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案、２種以上の薬剤を同時に
投与する場合における投与前の相互作用の確認、患者等に対するハイリスク薬等に係る投
与前の詳細な説明、薬剤の投与にあたり、流量又は投与量の計算等の実施、及びその他の
業務（必要に応じ、医政局通知で定める業務）が含まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、近年、医療機関では、各病棟において薬剤師が所定期間（例えば１週間）に
所定時間以上（例えば２０時間以上）、予め定められた特定業務（例えば病棟薬剤業務）
を実施したか否かを管理したいという要望がある。
【０００４】
　しかしながら、従来、医療機関において薬剤師が行う業務内容ごとの実施時間を管理す
る仕組みが存在しなかった。そのため、例えば病棟各々において薬剤師が所定期間に特定
業務をどの程度実施しているか等を統括して管理することができなかった。
【０００５】
　本発明の目的は、医療従事者の業務内容ごとの実施時間を統括して管理することのでき
る業務管理装置、業務管理プログラム、及び業務管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る業務管理装置は、第１の表示制御手段、入力制御手段、及び記憶制御手段
を備える。前記第１の表示制御手段は、医療従事者の業務内容ごとの実施時間を含む業務
日誌情報の入力画面を表示手段に表示させる。前記入力制御手段は、前記入力画面に対す
る前記業務日誌情報の入力を受け付ける。前記記憶制御手段は、前記入力制御手段により
受け付けた前記業務日誌情報を記憶手段に記憶させる。
【０００７】
　具体的に、前記業務日誌情報には、業務実施日、業務を担当した医療従事者、及び業務
対象の病棟の情報が含まれることが考えられる。これにより、医療機関における前記医療
従事者の業務内容ごとの実施時間を、前記業務実施日、前記医療従事者、及び前記病棟の
情報と共に統括して管理することができる。例えば、前記病棟各々において前記医療従事
者が所定期間（例えば１週間）に所定時間以上（例えば２０時間以上）、予め定められた
特定業務（例えば病棟薬剤業務）を実施したか否かを管理することが可能となる。
【０００８】
　また、前記第１の表示制御手段が、前記医療従事者の情報を固定して残りの前記業務日
誌情報を入力するための第１の入力画面と、前記病棟の情報を固定して残りの前記業務日
誌情報を入力するための第２の入力画面とを切り替えて表示可能であることが考えられる
。これにより、ユーザーは、前記第１の入力画面及び前記第２の入力画面を選択的に用い
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て前記業務日誌情報を入力することができる。
【０００９】
　具体的に、前記第１の表示制御手段は、前記第１の入力画面及び前記第２の入力画面に
表示されたモード切替部の操作に応じて前記第１の入力画面及び前記第２の入力画面を交
互に切り替えることが考えられる。これにより、ユーザーは、前記モード切替部を操作す
ることにより容易に前記第１の入力画面及び前記第２の入力画面を切り替えることができ
る。
【００１０】
　さらに、前記第１の表示制御手段が、複数の前記医療従事者と一又は複数の前記病棟と
前記業務実施日と前記業務内容ごとの前記実施時間とを入力可能な第３の入力画面を表示
可能であることが考えられる。この場合、前記入力制御手段が、前記第３の入力画面に入
力された前記実施時間を前記病棟各々に分配し、分配後の時間を前記医療従事者各々の前
記業務実施日の前記業務日誌情報における前記病棟各々に対応する前記実施時間の入力と
して受け付ける。これにより、ユーザーは、複数の前記医療従事者が一又は複数の前記病
棟を対象に協同して実施した業務内容を一挙に入力することができ、個別に入力する場合
に比べて手間が軽減される。
【００１１】
　また、前記第１の表示制御手段が、一の前記医療従事者と複数の前記病棟と前記業務実
施日と前記業務内容ごとの前記実施時間とを入力可能な第４の入力画面を表示可能である
ことも考えられる。この場合、前記入力制御手段が、前記第４の入力画面に入力された前
記実施時間を前記病棟各々に分配し、分配後の時間を前記医療従事者の前記業務実施日の
前記業務日誌情報における前記病棟各々に対応する前記実施時間の入力として受け付ける
。これにより、ユーザーは、一の前記医療従事者が複数の前記病棟を対象に実施した業務
内容を一挙に入力することができ、個別に入力する場合に比べて手間が軽減される。
【００１２】
　また、前記第１の表示制御手段が、前記医療従事者、前記病棟、前記業務内容、及び前
記実施時間のうち少なくとも二つ以上の情報が予め定められた定型入力パターンを選択す
ることで前記定型入力パターンの情報を纏めて入力可能な第５の入力画面を表示可能であ
ることが考えられる。これにより、同じ前記業務日誌情報を入力する頻度が高い場合にそ
の入力操作の手間を軽減がされる。
【００１３】
　また、前記業務管理装置が、前記記憶手段に記憶された前記業務日誌情報に基づいて、
予め設定された対象期間における予め設定された特定業務の実施時間の合計を前記病棟ご
とに算出する実施時間算出手段を更に備えることが考えられる。これにより、前記業務管
理装置において、前記特定業務の実施時間の合計を前記病棟ごとに管理することが可能に
なる。
【００１４】
　例えば、前記業務管理装置が、前記実施時間算出手段により算出される前記特定業務の
実施時間の合計を前記表示手段に表示させる第２の表示制御手段を更に備えることが考え
られる。これにより、ユーザーに、前記病棟ごとにおける前記特定業務の実施時間の合計
を認識させることができる。
【００１５】
　さらに、前記第２の表示制御手段が、前記対象期間における前記特定業務の実施時間の
合計の目標として予め設定された目標時間を前記表示手段に表示させることが考えられる
。これにより、ユーザーに、前記病棟ごとにおける前記特定業務の実施時間の合計と前記
目標時間とを容易に比較させることができる。
【００１６】
　また、前記第２の表示制御手段が、前記病棟ごとについて、前記実施時間算出手段によ
り算出される前記特定業務の実施時間の合計と前記特定業務の実施時間の合計の目標とし
て予め設定された目標時間との差、又は前記目標時間に対する前記実施時間の合計の達成
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率を前記表示手段に表示させることも考えられる。これにより、ユーザーは、前記病棟ご
とにおける前記特定業務の実施時間の合計と前記目標時間との差、又は前記目標時間に対
する前記実施時間の合計の達成率を容易に認識することができる。
【００１７】
　また、前記第２の表示制御手段が、前記病棟ごとについて、前記対象期間における残り
の期間で前記特定業務の実施時間の合計が前記特定業務の実施時間の合計の目標として予
め設定された目標時間に達するために必要な１日あたりの前記特定業務の実施時間を前記
表示手段に表示させることが考えられる。これにより、ユーザーに、前記病棟各々につい
て前記目標時間を達成するために前記対象期間における残りの期間で実施するべき前記特
定業務の１日あたりの実施時間を認識させ、前記病棟各々における前記目標時間の達成を
支援することができる。
【００１８】
　また、前記業務管理装置が、前記業務日誌情報に基づいて前記医療従事者又は前記病棟
ごとの１ヶ月又は複数月における１日ごとの前記特定業務の実施時間を前記表示手段に一
覧表示させる第３の表示制御手段を更に備えることが考えられる。これにより、ユーザー
に、１ヶ月又は複数月における１日ごとの前記特定業務の実施時間を認識させることがで
きる。例えば、ユーザーは、前記特定業務の実施時間が少ない前記医療従事者又は前記病
棟を認識することができる。
【００１９】
　前記業務管理装置が、前記業務日誌情報を予め設定された形式で印刷装置に印刷させる
印刷制御手段を更に備えることが考えられる。これにより、前記業務管理装置では、前記
業務日誌情報に基づいて、例えば病棟薬剤業務実施加算のために必要な所定の形式の業務
報告書又は業務日報などを印刷することができる。
【００２０】
　また、前記業務管理装置が、機器情報取得手段及び自動登録手段を備えることが考えら
れる。前記機器情報取得手段は、前記医療従事者により行われる調剤業務で使用される調
剤機器の使用開始及び使用終了に関する機器使用情報を取得する。また、前記自動登録手
段は、前記機器情報取得手段により取得された前記機器使用情報に基づいて前記業務日誌
情報を自動的に登録する。なお、前記調剤機器は、例えば錠剤分包機、散薬分包機、水剤
分注機、シート払出装置、ピッキング補助装置、抗がん剤調製支援システム、混注装置、
薬剤秤量装置、調剤監査装置、及び鑑別装置のいずれか一つ又は複数を含む。これにより
、前記医療従事者は通常通りに業務を実施するだけでよいため、前記業務日誌情報を入力
する手間が著しく軽減される。
【００２１】
　ところで、本発明は、コンピュータに、第１の表示制御ステップ、入力制御ステップ、
及び記憶制御ステップを実行させるための業務管理プログラムとして捉えてもよい。前記
第１の表示制御ステップは、医療従事者の業務内容ごとの実施時間を含む業務日誌情報の
入力画面を表示手段に表示させる。前記入力制御ステップは、前記入力画面に対する前記
業務日誌情報の入力を受け付ける。前記記憶制御ステップは、前記入力制御ステップによ
り受け付けた前記業務日誌情報を記憶手段に記憶させる。
【００２２】
　さらに、本発明は、業務管理装置と一又は複数のクライアント端末と記憶手段とを備え
る業務管理システムとして捉えてもよい。そして、前記業務管理装置は、医療従事者の業
務内容ごとの実施時間を含む業務日誌情報の入力画面を前記クライアント端末の表示手段
に表示させる第１の表示制御手段と、前記クライアント端末の前記入力画面に対する前記
業務日誌情報の入力を受け付ける入力制御手段と、前記入力制御手段により受け付けた前
記業務日誌情報を前記記憶手段に記憶させる記憶制御手段とを備える。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、医療従事者の業務内容ごとの実施時間を統括して管理することのでき
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る業務管理装置、業務管理プログラム、及び業務管理システムが実現される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態に係る業務管理システムの概略構成を示すブロック図。
【図２】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで用いられる薬剤師マスター及び病
棟マスターの一例を示す図。
【図３】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで用いられる業務マスターの一例を
示す図。
【図４】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで用いられる定型マスターの一例を
示す図。
【図５】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで表示される日誌入力画面の一例を
示す図。
【図６】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで表示される日誌入力画面の一例を
示す図。
【図７】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで表示される複数入力画面の一例を
示す図。
【図８】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで表示される確認画面の一例を示す
図。
【図９】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで表示される定型入力画面の一例を
示す図。
【図１０】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで表示される日誌印刷画面の一例
を示す図。
【図１１】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで印刷された業務日誌情報の一例
を示す図。
【図１２】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで表示される実績一覧画面の一例
を示す図。
【図１３】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで表示される詳細画面の一例を示
す図。
【図１４】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで表示される修正画面の一例を示
す図。
【図１５】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで表示される実績一覧画面の一例
を示す図。
【図１６】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで表示される詳細画面の一例を示
す図。
【図１７】本発明の実施の形態に係る業務管理システムで実行される業務管理処理の手順
の一例を示すフローチャート。
【図１８】本発明の実施の形態に係る業務管理システムの他を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
［第１実施形態］
　以下添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明し、本発明の理解に供
する。なお、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範
囲を限定する性格のものではない。
【００２６】
［業務管理システム１］
　図１に示すように、本発明の実施の形態に係る業務管理システム１は、通信網Ｎ１を介
して通信可能に接続されたサーバー２及び複数のクライアント端末３を備えるクライアン
トサーバシステムである。本実施の形態では、前記サーバー２が、本発明に係る業務管理
装置に相当する。前記通信網Ｎ１は、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネット、又はイントラネ
ットなどの通信網である。前記業務管理システム１は、一又は複数の病棟を有する病院な
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どの医療機関に設けられる。前記病棟は、例えば前記医療機関における一又は複数の診療
科を含む概念であり、前記医療機関ごとに予め定められている。また、本実施の形態では
、前記医療機関において業務を実施する医療従事者として薬剤師を例に挙げて説明するが
、前記業務管理システム１は、例えば医師、医療技師、及び看護師などの医療従事者の業
務の管理を対象とするものであってもよい。
【００２７】
［サーバー２］
　図１に示すように、前記サーバー２は、ＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、データ
記憶部２４、通信インターフェース２５、表示装置２６、操作装置２７、及び読取装置２
８などを備えるパーソナルコンピュータである。前記サーバー２に設けられた各構成要素
はバス２０によって接続されている。そして、前記サーバー２は、前記クライアント端末
３に対してＡＳＰ型のサービスを提供する。なお、前記サーバー２は、前記医療機関の外
部に設けられてもよい。また、前記サーバー２に接続される前記クライアント端末３が１
台であること、又は前記サーバー２がスタンドアローンの形態で用いられることも考えら
れる。
【００２８】
　前記ＣＰＵ２１は、各種の制御プログラムに従って処理を実行することにより前記サー
バー２を制御するプロセッサーである。前記ＲＯＭ２２は、前記ＣＰＵ２１により実行さ
れるＢＩＯＳ等のプログラムが予め記憶された不揮発性メモリである。前記ＲＡＭ２３は
、前記ＣＰＵ２１による各種の制御プログラムの展開及びデータの一時記憶に用いられる
揮発性メモリ又は不揮発性メモリである。前記データ記憶部２４は、前記ＣＰＵ２１によ
って実行される各種のアプリケーションプログラム及び各種のデータを記憶するハードデ
ィスク又はＳＳＤ等の不揮発性の記憶手段である。
【００２９】
　具体的に、前記データ記憶部２４には、薬剤師マスター、病棟マスター、業務マスター
、定型マスター、及びカレンダーマスターなどの各種データベースが記憶されている。前
記カレンダーマスターには、例えば前記医療機関又は前記病棟ごとの実働日、実働時間、
及び休日などが設定されている。なお、前記各種データベースの内容は、前記サーバー２
及び前記クライアント端末３において、予め登録された管理者権限を有するユーザーのロ
グイン時に変更可能である。
【００３０】
　例えば、図２（Ａ）に示すように、前記薬剤師マスターには、前記医療機関で業務を行
う薬剤師の薬剤師コード、薬剤師名、担当病棟、専任担当病棟、管理者権限の有無、及び
表示順などの情報が含まれる。また、図２（Ｂ）に示すように、前記病棟マスターには、
前記医療機関で病棟薬剤業務（病棟薬剤業務実施加算の対象となる業務）の対象となる病
棟の病棟コード、病棟名、担当薬剤師、専任担当薬剤師、及び表示順などの情報が含まれ
る。なお、本実施の形態では、前記病棟薬剤業務を前記業務管理システム１の管理対象と
なる特定業務の一例として説明する。
【００３１】
　また、図３に示すように、前記業務マスターには、前記医療機関で薬剤師により実施さ
れる前記病棟薬剤業務の大区分、小区分、業務内容、表示対象（メイン、中央、複数）な
どの情報が含まれる。なお、前記病棟薬剤業務の大区分の業務内容には、（１）医薬品の
投薬・注射状況の把握、（２）医薬品の医薬品安全性情報等の把握及び周知並びに医療従
事者からの相談応需、（３）入院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案、（４）２種以上
の薬剤を同時に投与する場合における投与前の相互作用の確認、（５）患者等に対するハ
イリスク薬等に係る投与前の詳細な説明、（６）薬剤の投与にあたり、流量又は投与量の
計算等の実施、（７）その他（必要に応じ、医政局通知で定める業務）などが含まれる。
また、前記業務マスターにおける「メイン」は、後述の日誌入力画面Ｇ１又は日誌入力画
面Ｇ２、「中央」は、後述の中央業務ボタン１１５の操作時に表示される複数入力画面Ｇ
３、「複数」は、後述の複数病棟入力ボタン１１６の操作時に表示される複数入力画面Ｇ
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３を示す。例えば、前記業務マスターにおいて、大区分が「１」、小区分が「０」の前記
病棟薬剤業務では、業務内容が「医薬品の投薬・注射状況の把握」であり、前記日誌入力
画面Ｇ１又は前記日誌入力画面Ｇ２である「メイン」でのみ選択候補として表示され、前
記複数入力画面Ｇ３では表示されない旨が定められている。また、図３に示されているよ
うに、前記業務マスターでは、前記中央業務ボタン１１５及び前記複数入力ボタン１１６
各々が操作された場合に表示される前記入力画面Ｒ３各々で表示する前記業務内容を個別
に設定可能である。
【００３２】
　さらに、図４に示すように前記定型マスターには、予め登録された複数項目の情報を業
務日誌情報として一挙に入力するための一又は複数の定型入力パターンが含まれる。前記
定型マスターには、データ区分、メインコード、パターン区分、パターン名称、開始時間
、終了時間、作業時間、病棟／薬剤師、業務内容、業務場所などの情報が含まれる。例え
ば、前記定型マスターでは、データ区分が「０：薬剤師」、メインコードが「０：共通」
、パターン区分が「００１」、パターン名称が「通常業務（９：００～１６：００）」に
対応する定型入力パターンとして、開始時間の「９：００」から終了時間の「１６：００
」までの間に５つの業務日誌情報が定められている。
【００３３】
　また、前記データ記憶部２４には、前記医療機関において薬剤師各々が実施した前記病
棟薬剤業務に関する業務日誌情報の登録及び表示を実現する業務管理処理（図１７参照）
などの処理を前記ＣＰＵ２１に実行させるための業務管理プログラムが記憶されている。
前記業務日誌情報には、前記医療機関で薬剤師により行われる前記病棟薬剤業務の業務内
容ごとの実施時間が含まれる。また、前記業務日誌情報には、業務実施日、業務を担当し
た薬剤師、及び業務対象の病棟の情報が含まれる。
【００３４】
　前記読取装置２８は、例えばＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤ、又はＵＳＢメモリなどの記録媒体２
９からデータを読み取るＣＤドライブ、ＤＶＤドライブ、ＢＤドライブ、又はＵＳＢポー
トなどである。前記サーバー２では、前記記録媒体２９から前記読取装置２８で読み取ら
れた前記業務管理プログラムが前記データ記憶部２４にインストールされる。即ち、前記
記録媒体２９は、前記ＣＰＵ２１に前記業務管理処理などの処理を実行させるための前記
業務管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。なお、本発
明は、前記ＣＰＵ２１により実行される各種の処理手順を含む業務管理方法の発明として
捉えてもよい。
【００３５】
　前記通信インターフェース２５は、前記通信網Ｎ１を介して前記クライアント端末３各
々との間で予め定められた通信プロトコルに従ってデータ通信を実行するネットワークカ
ード等を有する。また、前記サーバー２は、前記通信インターフェース２５を介して、又
はＵＳＢポートなどのインターフェースを介して不図示の印刷装置に接続されており、前
記サーバー２では、前記ＣＰＵ２１が前記印刷装置に印字データを送信して前記印字デー
タに基づく各種のドキュメントを印刷させることが可能である。
【００３６】
　前記表示装置２６は、前記ＣＰＵ２１からの制御指示に従って各種の情報を表示する液
晶ディスプレイ又は有機ＥＬディスプレイなどの表示手段である。前記操作装置２７は、
前記サーバー２に各種の情報を入力するためにユーザーによって操作される操作手段であ
る。具体的に、前記操作装置２７は、前記表示装置２６の表示画面に従った各種の情報の
入力操作を受け付けるキーボード及びマウス（ポインティングデバイス）を有している。
また、前記操作装置２７は、前記表示装置２６の表示画面に対するタッチ操作を受け付け
るタッチパネル、又は音声認識により各種情報の入力を受け付ける音声入力装置を有する
ものであってもよい。前記サーバー２において、薬剤師等のユーザーによる「操作」、「
選択」、「入力」などの作業は前記操作装置２７を用いて行われる。
【００３７】
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［クライアント端末３］
　前記クライアント端末３は、ＣＰＵ３１、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、データ記憶部３４
、通信インターフェース３５、表示装置３６、操作装置３７、及び読取装置３８などを備
えるパーソナルコンピュータである。前記クライアント端末３に設けられた各構成要素は
バス３０によって接続されている。なお、前記クライアント端末３は、ラップトップパソ
コン、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、メディアプレーヤー、又はタブレット端末な
どの携帯用端末であってもよい。
【００３８】
　前記ＣＰＵ３１は、各種の制御プログラムに従って処理を実行することにより前記クラ
イアント端末３を制御するプロセッサーである。前記ＲＯＭ３２は、前記ＣＰＵ３１によ
り実行されるＢＩＯＳ等のプログラムが予め記憶された不揮発性メモリである。前記ＲＡ
Ｍ３３は、前記ＣＰＵ３１による各種の制御プログラムの展開及びデータの一時記憶に用
いられる揮発性メモリ又は不揮発性メモリである。前記データ記憶部３４は、前記ＣＰＵ
３１によって実行される各種のアプリケーションプログラム及び各種のデータを記憶する
ハードディスク又はＳＳＤ等の不揮発性の記憶手段である。
【００３９】
　具体的に、前記データ記憶部３４には、前記サーバー２にアクセスして前記業務日誌情
報の登録及び表示を実現する操作処理及び表示処理を前記ＣＰＵ３１に実行させるための
クライアントプログラムが予め記憶されている。なお、前記クライアントプログラムは、
汎用のブラウザソフトであってもよい。また、前記薬剤師マスター、前記業務マスター、
前記病棟マスター、及び前記定型マスターなどの各種データベースが前記データ記憶部３
４に記憶されていることも考えられる。
【００４０】
　前記読取装置３８は、例えばＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤ、又はＵＳＢメモリなどの記録媒体３
９からデータを読み取るＣＤドライブ、ＤＶＤドライブ、ＢＤドライブ、又はＵＳＢポー
トなどである。前記クライアント端末３では、前記記録媒体３９から前記読取装置３８で
読み取られた前記クライアントプログラムが前記データ記憶部３４にインストールされる
。即ち、前記記録媒体３９は、前記ＣＰＵ３１に前記操作処理及び前記表示処理を実行さ
せるための前記クライアントプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
である。なお、本発明は、前記ＣＰＵ３１により実行される各種の処理手順を含む操作方
法又は表示方法の発明として捉えてもよい。
【００４１】
　前記通信インターフェース３５は、前記通信網Ｎ１を介して前記クライアント端末３各
々との間で予め定められた通信プロトコルに従ってデータ通信を実行するネットワークカ
ード等を有する。また、前記クライアント端末３は、前記通信インターフェース３５を介
して、又はＵＳＢポートなどのインターフェースを介して不図示の印刷装置に接続されて
おり、前記クライアント端末３では、前記ＣＰＵ３１が前記印刷装置に印字データを送信
して前記印字データに基づく各種のドキュメントを印刷させることが可能である。
【００４２】
　前記表示装置３６は、前記ＣＰＵ３１からの制御指示に従って各種の情報を表示する液
晶ディスプレイ又は有機ＥＬディスプレイなどの表示手段である。前記操作装置３７は、
前記クライアント端末３に各種の情報を入力するためにユーザーによって操作される操作
手段である。具体的に、前記操作装置３７は、前記表示装置３６の表示画面に従った各種
の情報の入力操作を受け付けるキーボード及びマウス（ポインティングデバイス）を有し
ている。また、前記操作装置３７は、前記表示装置３６の表示画面に対するタッチ操作を
受け付けるタッチパネル、又は音声認識により各種情報の入力を受け付ける音声入力装置
を有するものであってもよい。前記クライアント端末３において、薬剤師等のユーザーに
よる「操作」、「選択」、「入力」などの作業は前記操作装置３７を用いて行われる。
【００４３】
［日誌入力画面Ｇ１］
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　そして、前記業務管理システム１では、前記クライアント端末３において、前記操作装
置３７に対するユーザー操作に応じて前記クライアントプログラムが前記ＣＰＵ３１によ
って実行されると、前記ＣＰＵ３１は、前記業務管理プログラムの実行要求を前記サーバ
ー２に送信する。
【００４４】
　具体的に、前記クライアント端末３において前記クライアントプログラムが実行される
と、前記業管理システム１では、前記クライアント端末３の使用者を認証するためのログ
イン処理が実行される。例えば、前記クライアント端末３は、薬剤師により入力されるＩ
Ｄ及びパスワードを前記サーバー２に送信する。一方、前記サーバー２は、前記クライア
ント端末３から受信したＩＤ及びパスワードが予め登録されたＩＤ及びパスワードと一致
するか否かを判断する認証処理を実行する。そして、前記サーバー２は、ＩＤ及びパスワ
ードを認証すると、前記薬剤師のログインを許可し、前記クライアント端末３を前記薬剤
師のログイン状態にして、前記クライアント端末３の前記表示装置３６に、前記業務日誌
情報を入力するための日誌入力画面Ｇ１（図５参照）又は日誌入力画面Ｇ２（図６参照）
を表示させる。ここに、前記日誌入力画面Ｇ１又は前記日誌入力画面Ｇ２を前記表示装置
３６に表示させるときの前記ＣＰＵ２１が第１の表示制御手段の一例である。なお、本実
施の形態では、前記日誌入力画面Ｇ１が最初に前記表示装置３６に表示されるものとする
。もちろん、前記ＣＰＵ２１が、前記表示装置３６に前記日誌入力画面Ｇ２を最初に表示
させることも他の実施形態として考えられる。なお、前記サーバー２がスタンドアローン
の形態で用いられる場合には、前記日誌入力画面Ｇ１又は前記日誌入力画面Ｇ２が前記表
示装置２６に表示される。
【００４５】
　前記業務管理システム１において、前記クライアント端末３における前記表示装置３６
の画面遷移は、前記サーバー２の前記ＣＰＵ２１と前記クライアント端末３の前記ＣＰＵ
３１とが各種のデータを送受信することにより行われる。また、前記表示装置３６の入力
画面に対する前記業務日誌情報の入力は、前記操作装置３７のユーザー操作に対応する操
作信号が、前記クライアント端末３の前記ＣＰＵ３１から前記サーバー２の前記ＣＰＵ２
１に送信されることにより、前記ＣＰＵ２１によって受け付けられる。ここに、前記表示
装置３６の入力画面に対する前記業務日誌情報の入力を受け付けるときの前記ＣＰＵ２１
が入力制御手段の一例である。なお、前記サーバー２がスタンドアローンの形態で用いら
れる場合には、前記表示装置２６に対する前記業務日誌情報の入力は前記操作装置２７の
ユーザー操作に応じて前記ＣＰＵ２１によって受け付けられる。
【００４６】
　ここに、図５は、前記日誌入力画面Ｇ１の一例を示す図である。図５に示すように、前
記日誌入力画面Ｇ１には、ヘッダー領域Ｒ１１、実績時間領域Ｒ１２、日誌入力領域Ｒ１
３、業務リスト領域Ｒ１４、報告リスト領域Ｒ１５、日別一覧領域Ｒ１６、及びカレンダ
ー領域Ｒ１７が表示される。前記日誌入力画面Ｇ１は、前記業務日誌情報における薬剤師
の情報を固定して残りの前記業務日誌情報を入力するための第１の入力画面の一例である
。なお、本実施の形態において前記ＣＰＵ２１により表示される前記日誌入力画面Ｇ１な
どの各種の入力画面では、その入力画面で入力すべき情報として例示する各種の入力項目
が同一画面上に表示される。一方、前記ＣＰＵ２１が、入力に従って複数の画面を順に表
示させることにより複数の情報が入力可能な構成も考えられ、この場合には前記複数の画
面により一の前記入力画面が構成されていると考えることができる。
【００４７】
　また、図６は、前記日誌入力画面Ｇ２の一例を示す図である。前記日誌入力画面Ｇ２に
ついては、前記日誌入力画面Ｇ１と概ね同様であるが、前記日誌入力画面Ｇ１と比べて薬
剤師と病棟との入力関係が反対である。即ち、前記日誌入力画面Ｇ２は、前記業務日誌情
報における病棟の情報を固定して残りの前記業務日誌情報を入力するための第２の入力画
面の一例である。
【００４８】
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　以下、前記日誌入力画面Ｇ１について詳細に説明し、前記日誌入力画面Ｇ２については
前記日誌入力画面Ｇ１と異なる箇所のみをその都度説明する。
【００４９】
［ヘッダー領域Ｒ１１］
　図５に示すように、前記ヘッダー領域Ｒ１１には、モード切替部１１１、薬剤師表示部
１１２、担当病棟表示部１１３、新規入力ボタン１１４、中央業務ボタン１１５、複数入
力ボタン１１６、定型入力ボタン１１７、日誌印刷ボタン１１８、実績一覧ボタン１１９
、削除ボタン１２０、登録ボタン１２１、及び終了ボタン１２２が表示される。
【００５０】
＜モード切替部１１１＞
　前記モード切替部１１１は、前記日誌入力画面Ｇ１と前記日誌入力画面Ｇ２とを切り替
えるための操作部であり、前記モード切替部１１１には現在の入力モードを示す「薬剤師
」が表示されている。前記ＣＰＵ２１は、前記モード切替部１１１の操作に応じて、前記
表示装置３６の表示画面を前記日誌入力画面Ｇ１から前記日誌入力画面Ｇ２に切り替える
。
【００５１】
＜薬剤師表示部１１２＞
　前記薬剤師表示部１１２には、前記クライアント端末３にログイン中の薬剤師の名称又
はＩＤなどが表示される。また、前記クライアント端末３にログイン中のユーザーが、予
め登録された管理者権限を有する者である場合、前記ＣＰＵ２１は、前記薬剤師表示部１
１２の操作に応じて、前記薬剤師マスターに登録されている薬剤師の選択リストをプルダ
ウンで表示させ、その中から選択された薬剤師名を前記薬剤師表示部１１２に表示させる
。このように、前記日誌入力画面Ｇ１では、前記ヘッダー領域Ｒ１１において、前記業務
日誌情報における薬剤師の情報が固定入力される。なお、このとき、前記薬剤師表示部１
１２に表示される薬剤師の選択リストでは、前記薬剤師マスターで設定された表示順で前
記薬剤師の氏名が表示され、この点は薬剤師のリストが他の表示箇所に表示される場合も
同様である。
【００５２】
＜担当病棟表示部１１３、新規入力ボタン１１４＞
　前記担当病棟表示部１１３には、前記薬剤師表示部１１２に表示された薬剤師が前記薬
剤師マスターにおいて予め登録されている担当病棟又は専任担当病棟が存在する場合にそ
の病棟名が表示される。また、前記新規入力ボタン１１４は、前記日誌入力画面Ｇ１に入
力されている情報をリセットするための操作部である。前記ＣＰＵ２１は、前記新規入力
ボタン１１４が操作されると、前記日誌入力画面Ｇ１で既に入力されている前記業務日誌
情報を消去して前記日誌入力画面Ｇ１を初期表示状態に戻す。
【００５３】
　一方、図６に示すように、前記日誌入力画面Ｇ２では、前記ヘッダー領域Ｒ１１に、モ
ード切替部２１１、病棟表示部２１２、及び担当薬剤師表示部２１３が表示される。また
、前記日誌入力画面Ｇ２では、前記中央業務ボタン１１５及び前記複数入力ボタン１１６
は非表示となる。前記モード切替部２１１は、前記日誌入力画面Ｇ２と前記日誌入力画面
Ｇ１とを切り替えるための操作部であり、前記モード切替部２１１には現在の入力モード
を示す「病棟」が表示されている。前記ＣＰＵ２１は、前記モード切替部２１１の操作に
応じて、前記表示装置３６の表示画面を前記日誌入力画面Ｇ２から前記日誌入力画面Ｇ１
に切り替える。即ち、前記ＣＰＵ２１は、前記モード切替部１１１及び前記モード切替部
２１１の操作に応じて前記日誌入力画面Ｇ１と前記日誌入力画面Ｇ２とを交互に切り替え
て表示させる。また、前記ＣＰＵ２１は、前記病棟表示部２１２の操作に応じて、前記病
棟マスターに登録されている病棟の名称の選択リストをプルダウンで表示させ、その中か
ら選択された病棟名を前記病棟表示部２１２に表示させる。なお、このとき、前記病棟表
示部２１２に表示される病棟の選択リストでは、前記病棟マスターで設定された表示順で
前記病棟名が表示され、この点は病棟のリストが他の表示箇所に表示される場合も同様で
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ある。このように、前記日誌入力画面Ｇ２では、前記ヘッダー領域Ｒ１１において、前記
業務日誌情報における病棟の情報が固定入力される。さらに、前記担当薬剤師表示部２１
３には、前記病棟マスターにおいて前記病棟の担当薬剤師又は専任担当薬剤師として予め
薬剤師が登録されている場合にその薬剤師の名称が表示される。
【００５４】
＜中央業務ボタン１１５、複数入力ボタン１１６＞
　また、図５に示すように、前記中央業務ボタン１１５は、複数の薬剤師が一又は複数の
病棟を対象として実施した前記病棟薬剤業務について、業務を担当した複数の薬剤師、一
又は複数の病棟、業務実施日、業務内容、及び前記業務内容ごとの実施時間を纏めて入力
するための複数入力画面Ｇ３（第３の入力画面の一例）を表示させるための操作部である
。また、前記複数入力ボタン１１６は、一の薬剤師が複数の病棟を対象として実施した前
記病棟薬剤業務について、業務を担当した薬剤師、複数の病棟、業務実施日、業務内容、
及び実施時間を纏めて入力するための複数入力画面Ｇ３（第４の入力画面の一例）を表示
させるための操作部である。前記中央業務ボタン１１５及び前記複数入力ボタン１６の操
作時には類似の前記複数入力画面Ｇ３が表示されるが、前記複数入力ボタン１１６の操作
時に表示される前記複数入力画面Ｇ３では、薬剤師を複数入力することができないように
禁則処理が設定されている。
【００５５】
　ここに、図７は、前記複数入力画面Ｇ３の一例を示す図である。図７に示すように、前
記複数入力画面Ｇ３には、時間入力領域Ｒ３１、病棟入力領域Ｒ３２、薬剤師入力領域Ｒ
３３、業務内容入力領域Ｒ３４、及びその他入力領域Ｒ３５が表示される。
【００５６】
　前記時間入力領域Ｒ３１には、日付表示部３１１、開始時間入力部３１２、終了時間入
力部３１３、実施時間表示部３１４、実施合計時間表示部３１５、及び場所入力部３１６
が表示される。前記日付表示部３１１は、前記日誌入力画面Ｇ１で現在入力中の日誌の日
付（業務実施日）が表示される。前記開始時間入力部３１２は、業務の開始時間を入力す
るための入力部、前記終了時間入力部３１３は、業務の終了時間を入力するための入力部
である。前記開始時間入力部３１２及び前記終了時間入力部３１３に対する時間の入力は
、例えば前記開始時間入力部３１２及び前記終了時間入力部３１３の入力部の操作に応じ
てコンボボックスで表示される１５分刻みの時間候補からの選択操作により行われる。な
お、前記開始時間入力部３１２及び前記終了時間入力部３１３に同一の時間が入力された
場合、又は前記終了時間入力部３１３の終了時間が前記開始時間入力部３１２の開始時間
よりも早い場合、前記ＣＰＵ２１は、ポップアップなどによりエラーを表示させる。
【００５７】
　前記実施時間表示部３１４には、前記ＣＰＵ２１により算出される前記開始時間入力部
３１２の開始時間と前記終了時間入力部３１３の終了時間との差分である一人当たりの実
施時間が表示される。前記実施合計時間表示部３１５には、前記実施時間表示部３１４に
表示された前記実施時間に前記薬剤師入力領域Ｒ３３で選択された薬剤師の人数を乗じた
合計時間が前記ＣＰＵ２１により算出されて表示される。前記場所入力部３１６には、業
務が実際に行われた場所を入力するための入力部である。前記場所入力部３１６に対する
場所の入力は、例えば前記場所入力部３１６の操作に応じてコンボボックスで表示される
予め設定された場所の候補からの選択操作又は任意のテキスト入力により行われる。
【００５８】
　前記病棟入力領域Ｒ３２には、病棟数表示部３２１、対象病棟選択部３２２、病棟名表
示部３２３、及び件数入力部３２４が表示される。前記病棟名表示部３２３には、前記病
棟マスターに登録された病棟名が表示される。前記病棟数表示部３２１には、前記対象病
棟選択部３２２で現在選択されている病棟数が表示される。前記対象病棟選択部３２２が
操作されると、前記ＣＰＵ２１は、前記対象病棟選択部３２２をチェック状態に変化させ
、その操作された病棟の選択操作を受け付ける。また、前記ＣＰＵ２１は、前記対象病棟
選択部３２２により選択された病棟に関する表示行の背景又は文字色を非選択部と異なる
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色に変更する。前記件数入力部３２４は、前記対象病棟選択部３２２の選択時に有効とな
り、前記ＣＰＵ２１は、前記対象病棟選択部３２２で選択された病棟で行われた業務件数
の数字入力を受け付ける。その後、前記ＣＰＵ２１は、ここで入力された前記病棟ごとの
前記業務件数に応じて、前記実施時間表示部３１４に表示された実施時間を前記病棟ごと
に分配する。そして、前記ＣＰＵ２１は、分配後の時間を前記薬剤師入力領域Ｒ３３で選
択された前記薬剤師各々の前記業務実施日の前記業務日誌情報における前記病棟各々に対
応する前記実施時間として受け付ける。なお、前記業務管理システム１に鑑別装置、鑑別
システム、混注装置、又は抗がん剤調製支援システムなどの調剤機器が接続されている場
合、前記ＣＰＵ２１が前記件数入力部３２４の右クリック操作に応じて前記調剤機器又は
前記調剤機器を制御する調剤制御装置などから鑑別件数又は調製件数などの件数情報を自
動的に取得する構成も考えられる。
【００５９】
　前記薬剤師入力領域Ｒ３３には、薬剤師数表示部３３１、対象薬剤師選択部３３２、及
び薬剤師名表示部３３３が表示される。前記薬剤師名表示部３３３には、前記薬剤師マス
ターに登録された薬剤師名が表示される。前記薬剤師数表示部３３１には、前記対象薬剤
師選択部３３２で現在選択されている薬剤師数が表示される。前記対象薬剤師選択部３３
２が操作されると、前記ＣＰＵ２１は、前記対象薬剤師選択部３３２をチェック状態に変
化させ、その操作された薬剤師の選択操作を受け付ける。ここで、前記複数入力画面Ｇ３
が前記中央業務ボタン１１５の操作に応じて表示されていた場合、前記ＣＰＵ２１は、前
記対象薬剤師選択部３３２の選択を複数可能とする。一方、前述したように、前記複数入
力画面Ｇ３が前記複数入力ボタン１１６の操作に応じて表示されていた場合、前記ＣＰＵ
２１は、前記対象薬剤師選択部３３２の選択を択一選択に制限する禁則処理を実行する。
また、前記ＣＰＵ２１は、前記クライアント端末３にログイン中の薬剤師が管理者権限を
有していない場合、前記中央業務ボタン１１５の操作時には前記ログイン中の薬剤師を必
ず選択された状態とし、前記複数入力ボタン１１６の操作時には前記ログイン中の薬剤師
のみが選択された状態とする。なお、前記ＣＰＵ２１は、前記対象薬剤師選択部３３２に
より選択された薬剤師に関する表示行の背景又は文字色を非選択部と異なる色に変更する
。
【００６０】
　前記業務内容入力領域Ｒ３４には、対象業務選択部３４１、業務区分表示部３４２、及
び業務内容表示部３４３が表示される。前記業務区分表示部３４２には、前記業務マスタ
ーで業務内容ごとに予め設定された業務区分が表示される。前記業務内容表示部３４３に
は、前記業務マスターで予め登録された業務内容が表示される。前記対象業務選択部３４
１が操作されると、前記ＣＰＵ２１は、前記対象業務選択部３４１をチェック状態に変化
させ、その操作された業務内容の選択操作を受け付ける。なお、前記ＣＰＵ２１は、前記
業務区分表示部３４２又は前記業務内容表示部３４３が操作された場合にも対応する業務
内容の選択操作として受け付ける。
【００６１】
　ここで、前記ＣＰＵ２１は、前記対象業務選択部３４１のうち前記業務区分表示部３４
２に表示される業務区分に親子関係がある場合、小区分の業務区分の選択に応じてその小
区分が属する大区分を自動的に選択状態にする。例えば小区分「（７）－１」が選択され
た場合に大区分「（７）」が自動的に選択される。なお、大区分が選択された場合には、
小区分の選択は自動的に行われない。さらに、前記ＣＰＵ２１は、前記対象業務選択部３
４１において異なる複数の大区分の選択を禁止し、前記対象業務選択部３４１において異
なる複数の小区分の選択も禁止する。一方、前記ＣＰＵ２１は、前記対象業務選択部３４
１において大区分とその大区分に属する小区分の二つの選択を許容する。
【００６２】
　なお、前記ＣＰＵ２１は、前記対象業務選択部３４１により選択された業務内容に関す
る表示行の背景又は文字色を非選択部と異なる色に変更する。また、前記業務内容入力領
域Ｒ３４に表示された業務内容のリストは、前記業務マスターにおいて前記中央業務ボタ
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ン１１５の操作時に表示される前記複数入力画面Ｇ３で表示する業務内容として予め設定
された業務内容（図３の「中央」に○が付けられた業務内容）のみを含む。
【００６３】
　前記その他入力領域Ｒ３５には、テキスト入力部３５１、登録ボタン３５２、及び閉じ
るボタン３５３が表示される。前記テキスト入力部３５１は、任意のテキスト入力が可能
な領域である。前記ＣＰＵ２１は、前記閉じるボタン３５３が操作されると、前記複数入
力画面Ｇ３を閉じる。前記ＣＰＵ２１は、前記登録ボタン３５２が操作されると、図８に
示すように、前記複数入力画面Ｇ３で入力された内容を確認するための確認画面Ｇ３６を
表示させる。なお、前記ＣＰＵ２１は、前記登録ボタン３５２が操作されると、各薬剤師
について、前記複数入力画面Ｇ３に入力された業務日誌情報の時間が、既登録の前記業務
日誌情報における時間と重複しているか否かを判断し、重複が生じている場合には警告メ
ッセージをポップアップ表示させる。
【００６４】
　前記確認画面Ｇ３６では、前記複数入力画面Ｇ３で選択されなかった情報は表示されず
、前記複数入力画面Ｇ３で入力された情報のみが表示されている。また、前記確認画面Ｇ
３６には、登録ボタン３６１及び戻るボタン３６２が表示されており、前記戻るボタン３
６２が操作されると、前記ＣＰＵ２１は前記確認画面Ｇ３６を閉じる。一方、前記ＣＰＵ
２１は、前記登録ボタン３６１が操作されると、前記複数入力画面Ｇ３で入力された情報
を前記業務日誌情報として登録して前記データ記憶部２４に記憶させ、前記確認画面Ｇ３
６を閉じる。このとき、前記ＣＰＵ２１は、前記複数入力画面Ｇ３で入力された前記実施
時間を前記病棟各々の前記業務件数に応じて分配し、その分配後の実施時間を前記薬剤師
各々が実施した前記病棟ごとの業務日誌情報として自動的に登録する。したがって、前記
業務管理システム１では、複数の薬剤師が一又は複数の病棟について前記病棟薬剤業務を
実施した場合、又は一の薬剤師が複数の病棟について前記病棟薬剤業務を実施した場合の
前記業務日誌情報の入力が簡素化されている。
【００６５】
＜定型入力ボタン１１７＞
　また、図５に示す前記日誌入力画面Ｇ１に表示された前記定型入力ボタン１１７は、前
記薬剤師、前記病棟、前記業務内容、及び前記実施時間の少なくとも二つ以上の情報が予
め定められた定型入力パターンを選択することで前記定型入力パターンの情報を纏めて入
力可能な定型複数入力画面Ｇ４（第５の入力画面の一例）を表示させるための操作部であ
る。ここに、図９は、前記定型複数入力画面Ｇ４の一例を示す図である。図９に示すよう
に、前記定型複数入力画面Ｇ４には、ヘッダー領域Ｒ４１及び定型一覧表示領域Ｒ４２が
表示される。
【００６６】
　前記ヘッダー領域Ｒ４１には、日付表示部４１１、薬剤師名表示部４１２、及び定型区
分表示部４１３が表示される。前記日付表示部４１１には、前記日誌入力画面Ｇ１で現在
入力中の日誌の日付（業務実施日）が表示される。前記薬剤師名表示部４１２には、前記
日誌入力画面Ｇ１で前記薬剤師表示部１１２に表示されている薬剤師名が表示される。前
記定型区分表示部４１３には、前記定型マスターに登録された前記定型入力パターンのパ
ターン区分及びパターン名称などが表示される。具体的に、前記ＣＰＵ２１は、前記定型
区分表示部４１３の操作により前記定型入力パターンのパターン区分及びパターン名称を
プルダウンで表示させ、その中から選択された前記定型入力パターンのパターン区分及び
パターン名称を前記定型区分表示部４１３に表示させる。また、前記ＣＰＵ２１は、前記
定型区分表示部４１３のプルダウンにおいて、前記ログイン中の薬剤師に対応して前記定
型マスターに登録された個別の定型入力パターン（メインコードが前記薬剤師名を示す定
型入力パターン）を優先して上位に表示させ、その後に、全薬剤師に共通の定型入力パタ
ーン（メインコードが「０：共通」である定型入力パターン）を表示させる。また、前記
薬剤師に対応する個別の前記定型入力パターンのみを表示させることも考えられる。なお
、このとき前記ＣＰＵ２１は、前記定型マスターにおいて、データ区分が「薬剤師」であ
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り、前記日誌入力画面Ｇ１で適用可能であると設定された定型入力パターンのみを表示さ
せる。一方、前記日誌入力画面Ｇ２が表示されている場合、前記ＣＰＵ２１は、前記定型
マスターにおいて、データ区分が「病棟」である定型入力パターンのみを表示させる。
【００６７】
　前記定型一覧表示領域Ｒ４２には、開始時間表示部４２１、終了時間表示部４２２、実
施時間表示部４２３、病棟表示部４２４、業務内容表示部４２５、業務場所表示部４２６
、反映ボタン４２７、及び閉じるボタン４２８が表示される。前記開始時間表示部４２１
、前記終了時間表示部４２２、前記実施時間表示部４２３、前記病棟表示部４２４、前記
業務内容表示部４２５、及び前記業務場所表示部４２６には、前記定型区分表示部４１３
に表示された前記定型入力パターンとして定められた開始時間、終了時間、実施時間、病
棟、業務内容、及び業務場所がそれぞれ表示される。そして、前記ＣＰＵ２１は、前記反
映ボタン４２７が操作されると、前記定型区分表示部４１３で選択された前記定型入力パ
ターンで定められた各種の情報を一括して前記日誌入力画面Ｇ１に反映させて仮登録状態
にする。なお、前記ＣＰＵ２１は、前記閉じるボタン４２８が操作されると、前記定型複
数入力画面Ｇ４を閉じる。
【００６８】
＜日誌印刷ボタン１１８＞
　図５に示す前記日誌入力画面Ｇ１に表示された前記日誌印刷ボタン１１８は、前記デー
タ記憶部２４に記憶された前記業務日誌情報の印刷処理を実行するための日誌印刷画面Ｇ
５を表示させる操作部である。ここに、図１０は、前記日誌印刷画面Ｇ５の一例を示す図
である。前記日誌印刷画面Ｇ５には、カレンダー表示領域Ｒ５１、病棟入力領域Ｒ５２、
及びフッター領域Ｒ５３が表示される。
【００６９】
　前記カレンダー表示領域Ｒ５１には、年選択ボックス５１１、月選択ボックス５１２、
前月移動ボタン５１３、本日移動ボタン５１４、次月移動ボタン５１５、カレンダー部５
１６、及び日付入力部５１７が表示される。前記年選択ボックス５１１は年、前記月選択
ボックス５１２は月をコンボボックスで選択又は入力するための操作部である。前記ＣＰ
Ｕ２１は、前記年選択ボックス５１１及び前記月選択ボックス５１２で選択された年月に
対応するカレンダーを前記カレンダー部５１６に表示させる。また、前記ＣＰＵ２１は、
前記前月移動ボタン５１３の操作に応じて前記カレンダー部５１６の表示を前月に移動さ
せ、前記次月移動ボタン５１５の操作に応じて前記カレンダー部５１６の表示を次月に移
動させる。さらに、前記ＣＰＵ２１は、前記本日移動ボタン５１４の操作に応じて前記カ
レンダー部５１６の表示を本日が属する月に移動させて、前記カレンダー部５１６におい
て本日が選択された状態にする。前記日付入力部５１７は、前記操作装置３５を用いて年
月日を数字で入力するための直接入力部である。なお、前記ＣＰＵ２１は、前記カレンダ
ー表示領域Ｒ５１の初期表示時、前記カレンダー表示領域Ｒ５１を本日が選択された状態
で表示させる。
【００７０】
　前記病棟入力領域Ｒ５２には、対象病棟選択部５２１及び病棟名表示部５２２が表示さ
れる。前記病棟名表示部５２２には、前記病棟マスターに登録された病棟名が表示される
。前記対象病棟選択部５２１が操作されると、前記ＣＰＵ２１は、前記対象病棟選択部５
２１をチェック状態に変化させ、その操作された病棟の選択操作を受け付ける。なお、前
記ＣＰＵ２１は、前記対象病棟選択部５２１の選択を択一選択に制限することも考えられ
る。また、前記ＣＰＵ２１は、前記対象病棟選択部５２１により選択された病棟に関する
表示行の背景又は文字色を非選択部と異なる色に変更する。
【００７１】
　前記フッター領域Ｒ５３には、印刷ボタン５３１及び閉じるボタン５３２が表示される
。前記印刷ボタン５３１が操作されると、前記ＣＰＵ２１は、前記カレンダー表示領域Ｒ
５１及び前記病棟入力領域Ｒ５２で選択された該当年月日の前記病棟に対応する前記業務
日誌情報を前記データ記憶部２４から読み出して前記クライアント端末３に送信する。こ
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のとき、前記業務日誌情報は、予め設定された形式（フォーマット）で各種の情報が配置
された印刷データとして送信される。これにより、前記クライアント端末３では、前記Ｃ
ＰＵ３１が、前記クライアント端末３に接続された前記印刷装置（不図示）に前記業務日
誌情報を印刷させる。即ち、前記ＣＰＵ２１は、前記クライアント端末３に前記業務日誌
情報を送信することにより前記クライアント端末３に接続された前記印刷装置（不図示）
に前記業務日誌情報を予め設定された形式で印刷させる。ここに、係る処理を実行すると
きの前記ＣＰＵ２１が印刷制御手段の一例である。なお、前記ＣＰＵ２１は、年月日又は
病棟が選択されていない場合、又は対象の日誌が登録されていない場合にはエラーを表示
させる。また、前記ＣＰＵ２１は、前記閉じるボタン５３２が操作されると、前記日誌印
刷画面Ｇ５を閉じる。
【００７２】
　ここに、図１１は、前記業務日誌情報の印刷結果の一例を示す図である。図１１に示す
ように、例えば、前記業務日誌情報を印刷した印刷物には、印刷日、病院名、業務年月日
、病棟名、１日の前記病棟薬剤業務の実施時間の合計、業務内容、前記業務内容ごとの実
施時間、担当の薬剤師、業務内容一覧、その他などの情報が所定の位置に記載されている
。また、前記業務日誌情報を印刷する際の形式は、予め任意に設定可能である。例えば、
前記ＣＰＵ２１が、印刷対象の業務日が属する週又は月における前記病棟薬剤業務の実施
時間の総計を算出し、図１１に示す１日分の前記業務日誌情報の印刷物に記載させること
も考えられる。
【００７３】
　なお、前記ＣＰＵ２１が、前記日誌印刷画面Ｇ５で印刷対象として選択された日又はそ
の日が属する月の前記病棟薬剤業務の実施時間の合計が予め設定された１日又は１月の目
標時間に達していない場合に、前記印刷ボタン５３１を操作できないように非表示又はグ
レーアウトで表示させることも考えられる。また、前記ＣＰＵ２１が、前記印刷ボタン５
３１の操作時に、前記病棟薬剤業務の実施時間の合計が前記目標時間に達していない旨を
ポップアップ表示させることも考えられる。
【００７４】
　また、図１０には示していないが、前記ＣＰＵ２１が、前記日誌印刷画面Ｇ５に、印刷
対象となる期間を入力するための期間入力部を表示させ、前記期間入力部により指定され
た期間内の前記業務日誌情報を纏めて印刷する機能を有することも考えられる。この場合
、例えば前記ＣＰＵ２１は、前記期間入力部に入力された期間内の日誌を１日ごとに１枚
の用紙に印刷させることが考えられる。これにより、ユーザーは、前記業務管理システム
１に、複数日、例えば１週間又は１ヶ月などの単位で前記業務日誌情報の印刷処理を実行
させることができる。
【００７５】
　さらに、前記ＣＰＵ２１は、前記期間入力部に入力された期間における前記病棟薬剤業
務の実施時間の総計を算出して印刷させることも考えられる。これにより、ユーザーは、
例えば１週間又は１ヶ月などにおける前記病棟薬剤業務の実施時間の総計を容易に確認す
ることができる。なお、この場合、前記業務日誌情報の印刷物には、前記期間入力部に入
力された期間における前記病棟薬剤業務の実施時間の総計と共に、例えば業務年月日の期
間、前記期間内に実施された業務内容及び担当薬剤師の一覧、１日ごとの前記業務内容の
実施時間の合計の一覧などの情報が記載されることが考えられる。なお、前記業務日誌情
報は、１枚の用紙に納まるように印刷されてもよいが、複数枚の用紙に亘って印刷されて
もよい。例えば、前記ＣＰＵ２１が、前記期間入力部に入力された期間及びその期間にお
ける前記病棟薬剤業務の実施時間の総計などの情報を表紙として１枚目に印刷し、その期
間内における１日ごとの前記業務日誌情報(図１１参照)を２枚目以降に印刷させることも
考えられる。また、前記ＣＰＵ２１が、前記日誌印刷画面Ｇ５に１週間、１ヶ月、今週、
今月、又は先月などの所定期間を選択するための期間選択部を表示させ、前記期間選択部
で選択された所定期間の日誌を印刷することも考えられる。これにより、前記期間入力部
で任意の日付を指定する手間が省略される。



(18) JP 6131663 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

【００７６】
＜実績一覧ボタン１１９＞
　また、図５の前記日誌入力画面Ｇ１に表示された前記実績一覧ボタン１１９は、前記業
務日誌情報に基づいて前記薬剤師又は前記病棟ごとの１ヶ月又は複数月における１日ごと
の前記病棟薬剤業務の実施時間を一覧表示させる実績一覧画面Ｇ６を表示するための操作
部である。ここに、図１２は前記実績一覧画面Ｇ６の一例を示す図である。
【００７７】
　前記実績一覧画面Ｇ６には、ヘッダー領域Ｒ６１及び実績一覧表示領域Ｒ６２が表示さ
れる。前記ヘッダー領域Ｒ６１には、一覧切替ボタン６１１、年月表示部６１２、達成目
標時間表示部６１３、月目標時間表示部６１４、詳細表示ボタン６１５、再表示ボタン６
１６、印刷ボタン６１７、閉じるボタン６１８、前月移動ボタン６１９、本日月移動ボタ
ン６２０、及び次月移動ボタン６２１が表示される。前記一覧切替ボタン６１１には現在
の表示モードを示す「病棟」が表示されており、前記一覧切替ボタン６１１が操作される
と、前記ＣＰＵ２１は、前記実績一覧画面Ｇ６と後述の実績一覧画面Ｇ７（図１５参照）
とを交互に切り替える。前記実績一覧画面Ｇ６と前記実績一覧画面Ｇ７と相違点について
は後段で説明するが、前記実績一覧画面Ｇ６では、前記業務日誌情報に基づいて病棟ごと
の１日ごとの前記病棟薬剤業務の実施時間の合計が一覧表示され、前記実績一覧画面Ｇ７
では、前記業務日誌情報に基づいて薬剤師ごとの１日ごとの前記病棟薬剤業務の実施時間
の合計が一覧表示される。ここに、係る一覧表示を実行するときの前記ＣＰＵ２１が第３
の表示制御手段の一例である。
【００７８】
　前記年月表示部６１２は、前記実績一覧画面Ｇ６に表示されている前記業務日誌情報の
年月が表示される。なお、前記実績一覧画面Ｇ６の初期表示時、前記年月表示部６１２に
は本日が属する年月が表示される。
【００７９】
　前記月目標時間表示部６１４には、前記年月表示部６１２に表示された月の月目標時間
が表示される。具体的に、前記ＣＰＵ２１は、１週間あたりの前記病棟薬剤業務の実施時
間の目標時間が２０時間である場合、「２０÷７×月日数」の算出式に基づいて前記月目
標時間を算出する。例えば、図１２に示す例では、前記年月表示部６１２に表示された年
月が２０１３年２月であり、その月日数は２８日であるため、前記ＣＰＵ２１は、「２０
÷７×２８」により算出した８０時間を前記月目標時間として前記月目標時間表示部６１
４に表示させている。これにより、ユーザーは、一目で前記年月表示部６１２に表示され
た月の前記病棟薬剤業務の実施時間の目標時間を認識することができる。
【００８０】
　ところで、１週間あたりの前記目標時間である２０時間、及び前記目標時間の単位であ
る１週間は単なる一例である。例えば、前記業務管理システム１では、前記サーバー２又
は前記クライアント端末３において、前記目標時間及び前記目標時間の単位を任意に設定
することができる。なお、前記目標時間及び前記目標時間の単位は前記データ記憶部２４
などに記憶される。例えば、前記目標時間の単位を１日、前記目標時間を４時間に設定す
ることや、前記目標時間の単位を２８日、前記目標時間を８０時間に設定することが考え
られる。前記目標時間の単位が１週間でない場合には前記算出式もそれに合わせて変更す
ればよい。また、前記実績一覧画面Ｇ６の表示は１ヶ月分に限らず、前記ＣＰＵ２１は、
前記業務日誌情報に基づいて、前記薬剤師又は前記病棟ごとの２ヶ月又は３ヶ月などの複
数月における１日ごとの前記病棟薬剤業務の実施時間を一覧表示してもよい。
【００８１】
　前記達成目標時間表示部６１３には、前記月目標時間に対して本日までに達成されてい
るべき時間数が達成目標時間として表示される。具体的に、前記ＣＰＵ２１は、「月目標
時間÷月稼働日×実稼働日」の算出式に基づいて前記達成目標時間を算出する。前記月稼
働日は、前記カレンダーマスターで定められた休日（例えば土日祝）を除く日数であり、
前記実稼働日は、今月の初めから本日までの日数から前記休日を除いた日数である。また
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、前記カレンダーマスターにおいて休日が設定されていない場合、前記ＣＰＵ２１は、「
２０÷７×経過日数」の算出式に基づいて前記達成目標時間を算出する。前記経過日数は
、今月の初めから本日までの日数である。例えば、図１２に示す例では、前記カレンダー
マスターに休日が登録されておらず、本日が２月２２日であるため、前記ＣＰＵ２１は、
「２０÷７×２２」により６２時間５２分を前記達成目標時間として算出して前記達成目
標時間表示部６１３に表示させている。これにより、ユーザーは、前記年月表示部６１２
に表示された月において、前記月目標時間を達成するために本日の時点で達成されている
べき前記病棟薬剤業務の実施時間の合計時間を一目で認識することができる。
【００８２】
　前記詳細表示ボタン６１５は、前記実績一覧画面Ｇ６において前記実績一覧表示領域Ｒ
６２で選択中のマスに対応する前記病棟薬剤業務の実施時間に関する詳細情報を表示する
詳細画面Ｇ６３を前記表示装置３６にポップアップで表示させるための操作部である。ま
た、前記ＣＰＵ２１は、前記実績一覧画面Ｇ６において前記実績一覧表示領域Ｒ６２の一
つのマスのダブルクリック等の操作が行われた場合にも前記詳細画面Ｇ６３を表示させる
。ここに、図１３は、前記詳細画面Ｇ６３の一例である。前記詳細画面Ｇ６３には、日付
表示部６３１、病棟表示部６３２、病棟別表示部６３３、修正ボタン６３４、登録ボタン
６３５、及び閉じるボタン６３６が表示される。
【００８３】
　前記日付表示部６３１には、前記実績一覧画面Ｇ６で選択された日付が表示される。前
記病棟表示部６３２には、前記実績一覧画面Ｇ６で選択された病棟の名称が表示される。
前記病棟別表示部６３３には、前記日付表示部６３１に表示された日付について、前記病
棟表示部６３２に表示された病棟の前記業務日誌情報の一覧が表示される。なお、前記病
棟別表示部６３３において、時間が重複している項目が存在する場合にはその項目が他の
項目とは異なる色（赤色など）で表示される。また、前記クライアント端末３にログイン
中のユーザーが、予め登録された管理者権限を有する者である場合、前記ＣＰＵ２１は、
前記病棟別表示部６３３の開始時間及び終了時間の表示箇所に対する数字入力の修正操作
を受け付けることが可能であり、前記修正操作の内容を前記登録ボタン６３５の操作によ
り前記業務日誌情報に反映させる。即ち、前記登録ボタン６３５は、前記管理者権限を有
するユーザーのみが操作可能である。なお、前記ＣＰＵ２１が、前記病棟別表示部６３３
に表示された開始時間及び終了時間のうち前記クライアント端末３にログイン中のユーザ
ーに対応する開始時間及び終了時間の修正操作については受け付け可能であることも他の
実施形態として考えられる。
【００８４】
　前記修正ボタン６３４が操作されると、前記ＣＰＵ２１は、図１４に示すように、前記
病棟別表示部６３３で選択中の前記業務日誌情報の項目を修正するための修正画面Ｇ６４
をポップアップで表示させる。また、前記ＣＰＵ２１は、前記病棟別表示部６３３に表示
された前記業務日誌情報のいずれかの項目のダブルクリック等の操作が行われた場合にも
その操作対象の項目を修正するための前記修正画面Ｇ６４を表示させる。但し、前記ＣＰ
Ｕ２１は、前記クライアント端末３にログイン中のユーザーが、予め登録された管理者権
限を有する者である場合に、前記修正画面Ｇ６４における修正操作を受け付ける。一方、
前記ＣＰＵ２１は、ユーザーが前記管理者権限を有さない者である場合、前記修正ボタン
６３４の操作を無効とすること（グレーアウト表示など）、又は前記修正画面Ｇ６４の表
示のみを行って修正操作は無効とすることが考えられる。なお、前記ＣＰＵ２１が、前記
病棟別表示部６３３に表示された情報のうち前記クライアント端末３にログイン中のユー
ザーに対応する情報については修正操作を受け付け可能であることも他の実施形態として
考えられる。
【００８５】
　図１４に示すように、前記修正画面Ｇ６４には、日付表示部６４１、病棟表示部６４２
、薬剤師表示部６４３、業務内容修正部６４４、開始時間修正部６４５、終了時間修正部
６４６、実施時間表示部６４７、場所修正部６４８、その他修正部６４９、登録ボタン６
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５０、及び閉じるボタン６５１が表示される。
【００８６】
　前記日付表示部６４１には、前記実績一覧画面Ｇ６で選択された日付が表示される。前
記病棟表示部６４２には、前記実績一覧画面Ｇ６で選択された病棟が表示される。前記薬
剤師名表示部６４３には、前記詳細画面Ｇ６３で選択された項目の前記病棟薬剤業務の担
当の薬剤師名が表示される。前記業務内容修正部６４４には、前記業務マスターに登録さ
れた業務区分及び業務内容の一覧が、既登録の前記業務日誌情報で選択されていた業務内
容がチェックされた状態で表示される。
【００８７】
　前記ＣＰＵ２１は、前記業務内容修正部６４４に対する操作入力に応じて前記病棟別表
示部６３３で選択中の項目における業務内容の変更を受け付ける。また、前記ＣＰＵ２１
は、前記開始時間修正部６４６及び前記終了時間修正部６４７各々に対する操作入力に応
じて、前記病棟別表示部６３３で選択中の項目における開始時間及び終了時間の変更を受
け付ける。さらに、前記ＣＰＵ２１は、前記場所修正部６４８に対する操作入力に応じて
、前記病棟別表示部６３３で選択中の項目における業務の場所の変更を受け付ける。また
、前記ＣＰＵ２１は、前記その他修正部６４９に対する操作入力に応じて、前記病棟別表
示部６３３で選択中の項目におけるその他の情報の変更を受け付ける。そして、前記登録
ボタン６５０が操作されると、前記ＣＰＵ２１は、前記修正画面Ｇ６４で変更された内容
を前記病棟別表示部６３３で選択中の項目の変更後の内容として登録する。また、前記閉
じるボタン６５１が操作されると、前記ＣＰＵ２１は、前記修正画面Ｇ６４を閉じる。な
お、前記修正画面Ｇ６４において、前記日付表示部６４１の日付、前記病棟表示部６４２
の病棟名、前記薬剤師名表示部６４３の薬剤師名を修正することが可能であることも考え
られる。
【００８８】
　また、図１２の前記実績一覧画面Ｇ６において、前記再表示ボタン６１６が操作される
と、前記ＣＰＵ２１は、前記データ記憶部２４から前記業務日誌情報を再度読み出して、
前記実績一覧画面Ｇ６を再表示（更新）させる。前記印刷ボタン６１７が操作されると、
前記ＣＰＵ２１は、前記実績一覧画面Ｇ６に現在表示中の１ヶ月の前記業務日誌情報の一
覧を印刷させる。なお、前記閉じるボタン６１８が操作されると、前記ＣＰＵ２１は、前
記実績一覧画面Ｇ６を閉じる。また、前記ＣＰＵ２１は、前記前月移動ボタン６１９の操
作に応じて前記実績一覧表示領域Ｒ６２の表示を前月に移動させ、前記次月移動ボタン６
２１の操作に応じて前記実績一覧表示領域Ｒ６２の表示を次月に移動させる。さらに、前
記ＣＰＵ２１は、前記本日月移動ボタン６２０の操作に応じて前記実績一覧表示領域Ｒ６
２の表示を本日が属する月に移動させる。
【００８９】
　前記実績一覧表示領域Ｒ６２には、病棟表示部６２２、カレンダー表示部６２３、本日
列表示部６２４、列合計表示部６２５、計算式表示部６２６、行合計表示部６２７、目標
ペース表示部６２８、達成率表示部６２９、及び月達成率表示部６３０が表示される。
【００９０】
　前記病棟表示部６２２には、前記病棟マスターに登録された病棟が表示される。前記カ
レンダー表示部６２３には、前記ＣＰＵ２１により前記病棟ごとに各日付の前記病棟薬剤
業務の実施時間の合計が算出されて表示される。即ち、前記実施時間の合計には複数の薬
剤師による前記病棟薬剤業務の実施時間が含まれる。前記本日列表示部６２４は、本日に
対応する表示列であり、他の日付とは背景又は文字色が異なる。なお、前記病棟表示部６
２２において、時間が重複している項目が存在するなどのエラーが生じているマスは他の
マスとは異なる色（赤色など）で表示されてもよい。
【００９１】
　前記列合計表示部６２５には、前記ＣＰＵ２１により前記カレンダー表示部６２３に表
示された各列の合計として算出された列合計が表示される。これにより、ユーザーは、表
示月の１日あたりの前記病棟薬剤業務の実施時間の合計時間を容易に認識することができ
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る。前記計算式表示部６２６には、前記達成目標時間表示部６１３、前記月目標時間表示
部６１４、前記目標ペース表示部６２８、前記達成率表示部６２９、及び前記月達成率表
示部６３０に表示される数値の算出式が表示される。
【００９２】
　前記行合計表示部６２７には、前記カレンダー表示部６２３に表示された各行の合計、
即ち予め設定された対象期間である１ヶ月間における現在までの前記病棟薬剤業務の実施
時間の合計が前記ＣＰＵ２１により算出されて表示される。ここに、前記算出処理を実行
するときの前記ＣＰＵ２１が実施時間算出手段の一例であり、前記合計を表示させるとき
の前記ＣＰＵ２１が第２の表示制御手段の一例である。これにより、ユーザーは、今月の
各病棟ごとの前記病棟薬剤業務の実施時間の現在までの合計時間を容易に認識することが
できる。
【００９３】
　前記目標ペース表示部６２８には、前記病棟ごとについて、今月１ヶ月間における残り
の期間で前記病棟薬剤業務の実施時間の合計を前記月目標時間に到達させるために、本日
以降に実施するべき１日あたりの実施時間が前記病棟ごとの目標ペースとして表示される
。具体的に、前記ＣＰＵ２１は、「（月目標時間－行合計）÷（月稼働日－実稼働日＋１
）」の算出式に基づいて前記目標ペースを算出し、前記目標ペースを前記目標ペース表示
部６２８に表示させる。これにより、ユーザーは、今月の前記月目標時間を全ての前記病
棟で達成するために必要な明日以降の前記病棟ごとの前記病棟薬剤業務の実施時間を容易
に認識することができる。
【００９４】
　前記達成率表示部６２９には、前記達成目標時間に対する達成率が表示される。具体的
に、前記ＣＰＵ２１は、「行合計÷達成目標時間×１００」の算出式に基づいて前記病棟
ごとに前記達成率を算出し、前記達成率を前記達成率表示部６２９に表示させる。これに
より、ユーザーは、前記達成率表示部６２９の表示を参照することにより前記病棟ごとの
現在の前記達成率を容易に認識することができる。また、前記ＣＰＵ２１は、前記達成率
に応じて前記達成率表示部６２９の該当項目の背景色又は文字色などの表示態様を変化さ
せる。例えば、前記ＣＰＵ２１は、前記達成率表示部６２９の該当項目の背景色を、前記
達成率が８０％未満である場合は赤色、前記達成率が８０％以上１００％未満である場合
は黄色、前記達成率が１００％以上である場合は緑色に変化させる。これにより、特に達
成率の低い病棟をユーザーに認識させることができる。
【００９５】
　前記月達成率表示部６３０には、前記月目標時間に対する達成率が月達成率として表示
される。具体的に、前記ＣＰＵ２１は、「行合計÷月目標時間×１００」の算出式に基づ
いて前記月達成率を算出し、前記月達成率を前記月達成率表示部６３０に表示させる。こ
こで、前記月達成率表示部６３０よりも前記達成率表示部６２９の表示を注視させるため
、前記ＣＰＵ２１は、前記月達成率表示部６２９では背景色又は文字色を変化させない。
なお、前記月達成率表示部６３０においても、前記達成率表示部６２９と同様に背景色又
は文字色などの表示態様を変化させることも他の実施形態として考えられる。
【００９６】
　また、前記列合計表示部６２５に対応する前記目標ペース表示部６２８の目標ペース及
び前記月達成率表示部６３０の月達成率を算出する際、前記ＣＰＵ２１は、前記月目標時
間を前記カレンダー表示部６２３に表示された病棟の数だけ加算する。即ち、図１２に示
す例において、前記ＣＰＵ２１は、１病棟あたりの前記月目標時間である８０時間の１０
棟分の合計時間を前記月目標時間として前記目標ペース及び前記月達成率の列合計を算出
する。同じく、前記列合計表示部６２５に対応する前記達成率表示部６２９の達成率を算
出する際、前記ＣＰＵ２１は、前記達成目標時間を前記カレンダー表示部６２３に表示さ
れた病棟の数だけ加算する。即ち、図１２に示す例において、前記ＣＰＵ２１は、１病棟
あたりの前記達成目標時間である６２時間５２分の１０棟分の合計時間を前記達成目標時
間として前記達成率を算出する。
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【００９７】
　一方、前記実績一覧画面Ｇ７は、図１５に示すように、前記実績一覧画面Ｇ６と同様で
あるため、ここでは相違点のみ説明する。前記実績一覧画面Ｇ７では、前記一覧切替ボタ
ン６１１に代えて、「薬剤師」と表示された一覧切替ボタン７１１が表示される。前記一
覧切替ボタン７１１が操作されると、前記ＣＰＵ２１は、前記表示装置３６の表示画面を
前記実績一覧画面Ｇ７から前記実績一覧画面Ｇ６に切り替える。
【００９８】
　また、前記実績一覧画面Ｇ７では、前記病棟表示部６２２に代えて薬剤師表示部７２１
が表示される。前記薬剤師表示部７２１には、前記薬剤師マスターに登録された薬剤師名
が表示される。また、前記実績一覧画面Ｇ７では、前記カレンダー表示部６２３に相当す
るカレンダー表示部７２２において、前記病棟ごとではなく、前記薬剤師ごとに前記病棟
薬剤業務の実施時間が表示される。これにより、ユーザーは、前記実績一覧画面Ｇ７を参
照して、前記病棟薬剤業務の実施時間の少ない薬剤師、又は前記業務日誌情報の入力を忘
れているおそれのある薬剤師を容易に認識することができる。なお、前記実績一覧画面Ｇ
７でも、前記ＣＰＵ２１により１日ごとの前記薬剤師の前記病棟薬剤業務の実施時間の列
ごとの合計が算出されて列合計表示部７２３に表示されている。また、前記実績一覧画面
Ｇ７では、前記ＣＰＵ２１により前記薬剤師各々の前記病棟薬剤業務の今月の初めから現
在までの実施時間の合計を示す行合計が算出されて行合計表示部７２４に表示されている
。
【００９９】
　また、前記実績一覧画面Ｇ７において前記詳細表示ボタン６１５に相当する詳細表示ボ
タン７１２が操作され、又は前記実績一覧画面Ｇ７において前記カレンダー表示部７２２
のマスのダブルクリック等の操作が行われると、前記ＣＰＵ２１は、図１６に示す詳細画
面Ｇ７３を前記表示装置３６にポップアップで表示させる。図１６に示すように、前記詳
細画面Ｇ７３では、前記病棟表示部６３２に代えて薬剤師表示部７３１が表示されている
。そして、前記薬剤師表示部７３１には、前記実績一覧画面Ｇ６で選択中の薬剤師の名前
が表示される。また、前記詳細画面Ｇ７３では、前記病棟別表示部６３３に代えて薬剤師
別表示部７３２が表示される。前記薬剤師別表示部７３２には、前記実績一覧画面Ｇ７で
選択された日付について、前記薬剤師表示部７３１に表示された薬剤師の前記業務日誌情
報の一覧が表示される。
【０１００】
　また、前記詳細画面Ｇ７３には、登録ボタン７３３及び修正ボタン７３４が表示されて
いる。そして、前記詳細画面Ｇ７３においても、前記詳細画面Ｇ６３と同様に、前記クラ
イアント端末３にログイン中のユーザーが、予め登録された管理者権限を有する者である
場合、前記ＣＰＵ２１は、前記薬剤師別表示部７３２の開始時間及び終了時間の表示箇所
に対する数字入力の修正操作を受け付けることが可能であり、前記修正操作の内容を前記
登録ボタン７３３の操作により前記業務日誌情報に反映させる。なお、前記ＣＰＵ２１が
、前記クライアント端末３にログイン中のユーザーに対応する前記業務日誌情報が前記薬
剤師別表示部７３２に表示されている場合に、前記薬剤師別表示部７３２の開始時間及び
終了時間の修正操作を受け付け可能であることも他の実施形態として考えられる。
【０１０１】
　また、前記ＣＰＵ２１は、前記クライアント端末３にログイン中のユーザーが、予め登
録された管理者権限を有する者である場合には、前記修正ボタン７３４の操作に応じて表
示させる前記修正画面Ｇ６４における修正操作を受け付ける。一方、前記ＣＰＵ２１は、
ユーザーが前記管理者権限を有さない者である場合、前記修正ボタン７３４の操作を無効
とすること（グレーアウト表示など）、又は前記修正画面Ｇ６４の表示のみを行って修正
操作は無効とすることが考えられる。なお、前記ＣＰＵ２１が、前記薬剤師別表示部７３
２に表示された情報のうち前記クライアント端末３にログイン中のユーザーに対応する情
報については修正操作を受け付け可能であることも他の実施形態として考えられる。
【０１０２】



(23) JP 6131663 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

＜削除ボタン１２０、登録ボタン１２１＞
　図５の前記日誌入力画面Ｇ１に表示された前記削除ボタン１２０は、前記日別一覧領域
Ｒ１６に入力された前記業務日誌情報を一行ごとに個別に削除するための操作部である。
前記登録ボタン１２１は、前記日別一覧領域Ｒ１６に入力された前記業務日誌情報を登録
するための操作部である。また、前記終了ボタン１２２は、前記日誌入力画面Ｇ１を閉じ
て前記業務管理プログラムを終了させるための操作部である。
【０１０３】
［実績時間領域Ｒ１２］
　図５に示すように、前記実績時間領域Ｒ１２には、月合計時間表示部１２３、週合計時
間表示部１２４、及び日合計時間表示部１２５が表示される。具体的に、前記ＣＰＵ２１
は、前記月合計時間表示部１２３、前記週合計時間表示部１２４、及び前記日合計時間表
示部１２５に、前記薬剤師名表示部１１２に表示された薬剤師の今月、今週、及び今日の
前記病棟薬剤業務の実施時間の合計をそれぞれ算出して表示させる。これにより、前記日
誌入力画面Ｇ１に前記業務日誌情報を登録する際に、前記薬剤師に自己の今月、今週、今
日の前記病棟薬剤業務の実施時間の状況を容易に認識させることができる。
【０１０４】
　一方、図６に示すように、前記日誌入力画面Ｇ２では、前記実績時間領域Ｒ１２に、月
目標時間表示部２２１、達成目標時間表示部２２２、実績時間表示部２２３、及び差異時
間表示部２２４が表示される。具体的に、前記ＣＰＵ２１は、前記月目標時間表示部２２
１に、前記実績一覧画面Ｇ６の前記月目標時間表示部６１４と同じ前記月目標時間を表示
させる。また、前記ＣＰＵ２１は、前記達成目標時間表示部２２２に、前記実績一覧画面
Ｇ６の前記達成目標時間表示部６１３と同じ前記達成目標時間を表示させる。さらに、前
記ＣＰＵ２１は、前記実績時間表示部２２３に、前記実績一覧画面Ｇ６における前記病棟
に対応する前記行合計時間表示部６２７と同じ前記行合計時間である実績時間を算出して
表示させる。ここに、前記算出処理を実行するときの前記ＣＰＵ２１が実施時間算出手段
の一例であり、前記合計を表示させるときの前記ＣＰＵ２１が第２の表示制御手段の一例
である。また、前記差異時間表示部２２４には、前記達成目標時間及び前記実績時間の差
が前記ＣＰＵ２１により算出されて差異時間として表示される。これにより、前記日誌入
力画面Ｇ２に前記業務日誌情報を登録する際に、ユーザーは、一目で前記病棟の今月に関
する前記月目標時間、前記目標達成時間、前記実績時間、及び前記差異時間を認識するこ
とができる。
【０１０５】
［日誌入力領域Ｒ１３、カレンダー領域Ｒ１７］
　また、図５に示すように、前記日誌入力領域Ｒ１３には、日付入力部１３１、開始時間
入力部１３２、終了時間入力部１３３、実施時間表示部１３４、全表示チェックボックス
１３５、対象病棟選択部１３６、病棟名表示部１３７、場所入力部１３８、その他入力部
１３８、及び仮登録ボタン１４０が表示される。また、前記カレンダー領域Ｒ１７には、
１ヶ月分のカレンダーが表示されている。前記カレンダー領域Ｒ１７では、表示月を前月
、次月、又は本日を含む月に変更させることが可能である。また、前記カレンダー領域Ｒ
１７では、表示年又は表示月をコンボボックスにより変更することも可能である。
【０１０６】
　前記日付入力部１３１は、前記業務日誌情報の業務実施日である年月日を入力するため
の入力部であり、前記ＣＰＵ２１は、前記日付入力部１３１の操作に応じて前記日付入力
部１３１の下方に、前記カレンダー領域Ｒ１７と同様のカレンダーを表示させる。そして
、前記ＣＰＵ２１は、前記カレンダーの中から日付が選択された場合に、その日付を前記
日付入力部１３１に反映させる。また、前記ＣＰＵ２１は、前記カレンダー領域Ｒ１７に
おいて、前記カレンダーの中で日付が選択された場合にも、その日付を前記日付入力部１
３１に反映させる。
【０１０７】
　前記開始時間入力部１３２は、業務の開始時間を入力するための入力部、前記終了時間
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入力部１３３は、業務の終了時間を入力するための入力部である。前記開始時間入力部１
３２及び前記終了時間入力部１３３に対する時間の入力は、例えば前記開始時間入力部１
３２及び前記終了時間入力部１３３の入力部の操作に応じてコンボボックスで表示される
１５分刻みの時間候補からの選択操作又は数字の直接入力操作により行われる。また、前
記実施時間表示部１３４には、前記ＣＰＵ２１により算出される前記開始時間及び前記終
了時間の差である実施時間が表示される。
【０１０８】
　前記全表示チェックボックス１３５は、前記病棟名表示部１３７に前記病棟マスターに
登録された全ての病棟名を選択候補として表示させるか否かを切り替えるための操作部で
ある。そして、前記ＣＰＵ２１は、前記全表示チェックボックス１３５にチェックが付い
ている場合、前記病棟名表示部１３７に全ての病棟名を表示させる。また、前記ＣＰＵ２
１は、前記全表示チェックボックス１３５にチェックが付いていない場合、前記担当病棟
表示部１１３に表示された病棟名のみを前記病棟名表示部１３７に表示させる。
【０１０９】
　前記病棟名表示部１３７には、前記病棟マスターに登録された病棟名又は前記担当病棟
表示部１１３に表示された病棟名が表示される。前記対象病棟選択部１３６が操作される
と、前記ＣＰＵ２１は、前記対象病棟選択部１３６をチェック状態に変化させ、その操作
された病棟の選択操作を受け付ける。また、前記ＣＰＵ２１は、前記場所入力部１３８に
対する操作入力に応じて業務の実施場所をコンボボックスで表示させ、前記コンボボック
スで表示された実施場所の選択入力を受け付ける。さらに、前記ＣＰＵ２１は、前記その
他入力部１３９に対する操作入力に応じてその他項目の任意の入力を受け付ける。
【０１１０】
　前記仮登録ボタン１４０は、前記日誌入力領域Ｒ１３、前記業務リスト領域Ｒ１４、及
び前記報告リスト領域Ｒ１５に入力された前記業務日誌情報を仮登録するための操作部で
ある。前記ＣＰＵ２１は、前記仮登録部１４０の操作に応じて、前記日誌入力領域Ｒ１３
、前記業務リスト領域Ｒ１４、及び前記報告リスト領域Ｒ１５に入力された前記業務日誌
情報を仮登録の状態にして、その一部又は全部を前記日別一覧領域Ｒ１６に表示させる。
したがって、前記業務日誌情報は、この時点では前記データ記憶部２４に登録されていな
い。
【０１１１】
　なお、図６に示すように、前記日誌入力画面Ｇ２では、前記日誌入力領域Ｒ１３におい
て、前記病棟名表示部１３７に代えて薬剤師名表示部２３１が表示されている。前記薬剤
師名表示部２３１には、前記薬剤師マスターに登録された薬剤師名又は前記担当薬剤師表
示部２１３に表示された薬剤師名が表示される。
【０１１２】
［業務リスト領域Ｒ１４］
　また、図５に示すように、前記業務リスト領域Ｒ１４には、対象業務選択部１４１、業
務区分表示部１４２、及び業務内容表示部１４３が表示される。前記業務区分表示部１４
２には、前記業務マスターで業務内容ごとに予め設定された業務区分が表示される。また
、前記業務内容表示部１４３には、前記業務マスターで予め登録された業務内容が表示さ
れる。
【０１１３】
　そして、前記対象業務選択部１４１が操作されると、前記ＣＰＵ２１は、前記対象業務
選択部１４１をチェック状態に変化させ、その操作された業務内容の選択操作を受け付け
る。なお、前記ＣＰＵ２１は、前記業務区分表示部１４２又は前記業務内容表示部１４３
が操作された場合にも対応する業務内容の選択操作として受け付ける。なお、前記ＣＰＵ
２１は、前記対象業務選択部１４１により選択された業務内容に関する表示行の背景又は
文字色を非選択部と異なる色に変更する。ここで、前記ＣＰＵ２１は、前記対象業務選択
部１４１のうち前記業務区分表示部１４２に表示される業務区分に親子関係がある場合、
小区分の業務区分の選択に応じてその小区分が属する大区分を自動的に選択状態にする。
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なお、大区分の業務区分が選択された場合には、小区分の選択は自動的に行われない。さ
らに、前記ＣＰＵ２１は、前記対象業務選択部１４１において異なる複数の大区分の選択
を禁止し、前記対象業務選択部１４１において異なる複数の小区分の選択も禁止する。一
方、前記ＣＰＵ２１は、前記対象業務選択部１４１において大区分とその大区分に属する
小区分の二つの選択を許容する。また、前記ＣＰＵ２１は、前記業務リスト領域Ｒ１４に
おいて、前記業務内容表示部１４３各々に表示された業務区分（業務内容）ごとの処理件
数を入力可能な件数入力部を同じ行に表示させることが可能である。なお、図５及び図６
には、予め初期設定などにより前記件数入力部が非表示に設定された場合の前記業務リス
ト領域Ｒ１４が示されており、前記ＣＰＵ２１は、ユーザー操作に応じて初期設定で前記
件数入力部を表示させる旨の設定が可能である。そして、前記ＣＰＵ２１は、前記件数入
力部に対するユーザー操作に応じて、前記業務区分ごとの処理件数の入力を受け付け、前
記業務区分ごとの処理件数は前記業務日誌情報に含まれる情報として前記データ記憶部２
４に記憶される。なお、前記処理件数入力部における数値の入力は、例えばコンボボック
スで表示される「１～２０」の選択操作により行われる。
【０１１４】
［報告リスト領域Ｒ１５］
　前記業務リスト領域Ｒ１５には、報告事項表示部１５１及び件数入力部１５２が表示さ
れる。前記報告事項表示部１５１には、前記業務内容とは別に前記業務日誌情報に登録す
ることのできる報告事項が表示される。前記件数入力部１５２は、前記報告事項表示部１
５１に表示された報告事項ごとの処理件数を入力するための入力部である。前記ＣＰＵ２
１は、前記件数入力部１５２に対する数字入力を前記報告事項ごとの処理件数として受け
付ける。なお、図６に示すように、前記日誌入力画面Ｇ２では、前記報告リスト領域Ｒ１
５は非表示となる。
【０１１５】
［日別一覧領域Ｒ１６］
　また、図５に示すように、前記日別一覧領域Ｒ１６には、前述したように、前記仮登録
ボタン１４０の操作に応じて仮登録の状態となった前記業務日誌情報の一覧が表示される
。なお、図５に示す前記日誌入力画面Ｇ１では、前記日別一覧領域Ｒ１６に薬剤師の情報
が表示されているが、図６に示す前記日誌入力画面Ｇ２では、前記日別一覧領域Ｒ１６に
おいて病棟の情報に代えて薬剤師の情報が表示される。
【０１１６】
　そして、前記日別一覧領域Ｒ１６に表示された前記業務日誌情報は、前記登録ボタン１
２１の操作に応じて前記ＣＰＵ２１により前記データ記憶部２４に記憶される。
【０１１７】
　ここで、前記ＣＰＵ２１は、前記日別一覧領域Ｒ１６に表示された仮登録の状態の前記
業務日誌情報に基づいて、同じ薬剤師が実施した業務の時刻が重複しているか否かをチェ
ックし、重複している場合には、ポップアップ等によりエラーを表示させる。また、前記
ＣＰＵ２１は、前記日別一覧領域Ｒ１６に表示された仮登録の状態の前記業務日誌情報に
おける薬剤師及び業務の時刻が、前記データ記憶部２４に既に記憶された前記業務日誌情
報の内容と重複しているか否かについてもチェックし、重複している場合には、ポップア
ップ等によりエラーを表示させる。なお、前記日別一覧領域Ｒ１６に表示された前記業務
日誌情報は、前記削除ボタン１２０の操作に応じて前記ＣＰＵ２１により一行ごとに個別
に削除される。
【０１１８】
　また、前記ＣＰＵ２１は、前記日誌入力画面Ｇ１又は前記日誌入力画面Ｇ２で仮登録と
なっている前記業務日誌情報を、本来の前記業務日誌情報とは別に前記データ記憶部２４
で記憶するデータ保持機能を有することが考えられる。これにより、前記日誌入力画面Ｇ
１又は前記日誌入力画面Ｇ２で前記業務日誌情報を仮登録した後に前記業務日誌情報の登
録作業を一度中断しても、前記仮登録の状態が維持される。
【０１１９】
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［業務管理処理］
　続いて、図１７のフローチャートを参照しつつ、前記ＣＰＵ２１が前記日誌入力画面Ｇ
１又は前記日誌入力画面Ｇ２を前記表示装置３６に表示させた後に実行する業務管理処理
の手順の一例について説明する。なお、前記ＣＰＵ２１が実行する処理手順（ステップ）
番号をステップＳ１、Ｓ２、・・・と称する。
【０１２０】
＜ステップＳ１＞
　まず、ステップＳ１において、前記ＣＰＵ２１は、前記モード切替部１１１又は前記モ
ード切替部２１１の操作の有無を判断する。ここで、前記モード切替部１１１又は前記モ
ード切替部２１１が操作されると（Ｓ１のＹｅｓ側）、前記ＣＰＵ２１は、処理をステッ
プＳ１１に移行させる。一方、前記モード切替部１１１又は前記モード切替部２１１が操
作されていなければ（Ｓ１のＮｏ側）、前記ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ２に移行さ
せる。
【０１２１】
＜ステップＳ１１＞
　ステップＳ１１において、前記ＣＰＵ２１は、前記モード切替部１１１又は前記モード
切替部２１１の操作ごとに前記日誌入力画面Ｇ１と前記日誌入力画面Ｇ２とを交互に切り
替える。具体的に、前記日誌入力画面Ｇ１は、特定の薬剤師についての前記業務日誌情報
を連続して入力する場合に使用され、前記日誌入力画面Ｇ２は、特定の病棟についての前
記業務日誌情報を連続して入力する場合に使用される。
【０１２２】
＜ステップＳ２＞
　ステップＳ２において、前記ＣＰＵ２１は、前記定型入力ボタン１１７の操作の有無を
判断する。ここで、前記定型入力ボタン１１７が操作されると（Ｓ２のＹｅｓ側）、前記
ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ２１に移行させる。一方、前記定型入力ボタン１１７が
操作されていなければ（Ｓ２のＮｏ側）、前記ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ３に移行
させる。
【０１２３】
＜ステップＳ２１＞
　ステップＳ５１において、前記ＣＰＵ２１は、前記定型複数入力画面Ｇ４（図９参照）
を前記表示装置３６にポップアップで表示させる。その後、前記ＣＰＵ２１は、前記反映
ボタン４２７又は前記閉じるボタン４２８が操作されると、前記定型複数入力画面Ｇ４を
閉じて処理をステップＳ３に移行させる。
【０１２４】
＜ステップＳ３＞
　ステップＳ３において、前記ＣＰＵ２１は、前記中央業務ボタン１１５の操作の有無を
判断する。ここで、前記中央業務ボタン１１５が操作されると（Ｓ３のＹｅｓ側）、前記
ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ３１に移行させる。一方、前記中央業務ボタン１１５が
操作されていなければ（Ｓ３のＮｏ側）、前記ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ４に移行
させる。
【０１２５】
＜ステップＳ３１＞
　ステップＳ３１において、前記ＣＰＵ２１は、前記中央業務ボタン１１５の操作時に対
応する前記複数入力画面Ｇ３（図７参照）を前記表示装置３６にポップアップで表示させ
る。この場合、前記複数入力画面Ｇ３では、複数の薬剤師と一又は複数の病棟とが選択可
能である。なお、このとき前記ＣＰＵ２１は、前記複数入力画面Ｇ３のタイトルに「中央
業務入力画面」と表示させる。その後、前記ＣＰＵ２１は、前記登録ボタン３６１、前記
閉じるボタン３６２、又は前記閉じるボタン３５３が操作されると、前記複数入力画面Ｇ
３を閉じて処理をステップＳ４に移行させる。
【０１２６】
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＜ステップＳ４＞
　ステップＳ４において、前記ＣＰＵ２１は、前記複数入力ボタン１１６の操作の有無を
判断する。ここで、前記複数入力ボタン１１６が操作されると（Ｓ４のＹｅｓ側）、前記
ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ４１に移行させる。一方、前記複数入力ボタン１１６が
操作されていなければ（Ｓ４のＮｏ側）、前記ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ５に移行
させる。
【０１２７】
＜ステップＳ４１＞
　ステップＳ４１において、前記ＣＰＵ２１は、前記複数入力ボタン１１６の操作時に対
応する前記複数入力画面Ｇ３（図７参照）を前記表示装置３６にポップアップで表示させ
る。この場合、前記複数入力画面Ｇ３では、一の薬剤師と複数の病棟とが選択可能である
。なお、このとき前記ＣＰＵ２１は、前記複数入力画面Ｇ３のタイトルに「複数病棟入力
画面」と表示させる。その後、前記ＣＰＵ２１は、前記登録ボタン３６１、前記閉じるボ
タン３６２、又は前記閉じるボタン３５３が操作されると、前記複数入力画面Ｇ３を閉じ
て処理をステップＳ５に移行させる。
【０１２８】
＜ステップＳ５＞
　ステップＳ５において、前記ＣＰＵ２１は、前記新規入力ボタン１１４の操作の有無を
判断する。ここで、前記新規入力ボタン１１４が操作されると（Ｓ５のＹｅｓ側）、前記
ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ５１に移行させる。一方、前記新規入力ボタン１１４が
操作されていなければ（Ｓ５のＮｏ側）、前記ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ６に移行
させる。
【０１２９】
＜ステップＳ５１＞
　ステップＳ５１において、前記ＣＰＵ２１は、前記日誌入力画面Ｇ１に入力された前記
業務日誌情報をリセットして処理をステップＳ６に移行させる。具体的に、前記ＣＰＵ２
１は、前記日誌入力領域Ｒ１３、前記業務リスト領域Ｒ１４、前記報告リスト領域Ｒ１５
、及び前記日別一覧領域Ｒ１６各々における入力項目の消去又は選択状態の解除を行う。
【０１３０】
＜ステップＳ６＞
　ステップＳ６において、前記ＣＰＵ２１は、前記登録ボタン１２１の操作の有無を判断
する。ここで、前記登録ボタン１２１が操作されると（Ｓ６のＹｅｓ側）、前記ＣＰＵ２
１は、処理をステップＳ６１に移行させる。一方、前記登録ボタン１２１が操作されてい
なければ（Ｓ６のＮｏ側）、前記ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ７に移行させる。
【０１３１】
＜ステップＳ６１＞
　ステップＳ６１において、前記ＣＰＵ２１は、前記日誌入力画面Ｇ１又は前記日誌入力
画面Ｇ２で入力されて仮登録となっている前記業務日誌情報を前記データ記憶部２４に記
憶させる。ここに、係る記憶処理を実行するときの前記ＣＰＵ２１が記憶制御手段の一例
である。これにより、前記ＣＰＵ２１は、前記データ記憶部２４から前記業務日誌情報を
参照することが可能となる。その後、前記ＣＰＵ２１は、前記新規入力ボタン１１４の操
作時と同様に前記日誌入力画面Ｇ１の入力内容をリセットする。
【０１３２】
＜ステップＳ７＞
　ステップＳ７において、前記ＣＰＵ２１は、前記日誌印刷ボタン１１８の操作の有無を
判断する。ここで、前記日誌印刷ボタン１１８が操作されると（Ｓ７のＹｅｓ側）、前記
ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ７１に移行させる。一方、前記日誌印刷ボタン１１８が
操作されていなければ（Ｓ７のＮｏ側）、前記ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ８に移行
させる。
【０１３３】
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＜ステップＳ７１＞
　ステップＳ７１において、前記ＣＰＵ２１は、前記日誌印刷画面Ｇ５（図１０参照）を
前記表示装置３６にポップアップで表示させる。前記日誌印刷画面Ｇ５では、前記業務日
誌情報を印刷することが可能である。その後、前記ＣＰＵ２１は、前記閉じるボタン５３
２が操作されると、前記日誌印刷画面Ｇ５を閉じて処理をステップＳ８に移行させる。
【０１３４】
＜ステップＳ８＞
　ステップＳ８において、前記ＣＰＵ２１は、前記実績一覧表示ボタン１１９の操作の有
無を判断する。ここで、前記実績一覧表示ボタン１１９が操作されると（Ｓ８のＹｅｓ側
）、前記ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ８１に移行させる。一方、前記実績一覧表示ボ
タン１１９が操作されていなければ（Ｓ８のＮｏ側）、前記ＣＰＵ２１は、処理を前記ス
テップＳ１に戻す。
【０１３５】
＜ステップＳ８１＞
　ステップＳ８１において、前記ＣＰＵ２１は、前記データ記憶部２４に記憶された前記
業務日誌情報に基づいて前記実績一覧画面Ｇ６（図１３参照）又は前記実績一覧画面Ｇ７
（図１５参照）を前記表示装置３６にポップアップで表示させる。ここに、係る処理を実
行するときの前記ＣＰＵ２１が第３の表示制御手段の一例である。なお、前記実績一覧表
示ボタン１１９の操作時には、前記実績一覧画面Ｇ６（図１３参照）又は前記実績一覧画
面Ｇ７のうち予め設定された画面が最初に表示される。その後、前記ＣＰＵ２１は、前記
閉じるボタン６１８が操作されると、前記実績一覧画面Ｇ６を閉じて処理を前記ステップ
Ｓ１に戻す。
【０１３６】
　なお、前記ＣＰＵ２１は、前記日誌入力画面Ｇ１又は前記日誌入力画面Ｇ２の表示後、
前記業務日誌情報の登録操作（ステップＳ１～Ｓ６）を経ることなく、前記業務日誌情報
の印刷又は前記実績一覧表示画面Ｇ７の表示を実行することが可能である。即ち、前記Ｃ
ＰＵ２１は、前記日誌印刷ボタン１１８又は前記実績一覧表示ボタン１１９のユーザー操
作に応じて（ステップＳ７又はステップＳ８のＹｅｓ側）、前記データ記憶部２４に予め
記憶されている前記業務日誌情報の印刷（ステップＳ７１）又は前記業務日誌情報に基づ
く前記実績一覧画面Ｇ６の表示（ステップＳ８１）を実行することが可能である。
【０１３７】
　以上、説明したように、前記業務管理システム１では、前記日誌入力画面Ｇ１又は前記
日誌入力画面Ｇ２を用いて入力された前記業務日誌情報が前記データ記憶部２４に記憶さ
れる。そのため、前記業務管理システム１では、前記医療機関における薬剤師の業務内容
ごとの実施時間を統括して管理することが可能である。例えば、前記業務管理システム１
では、前記業務日誌情報に基づいて、各病棟について薬剤師が予め設定された所定期間（
１週間）に前記病棟薬剤業務を予め設定された目標時間（２０時間）以上実施しているか
否かを判断することが可能である。また、前記業務管理システム１では、前記業務日誌情
報に基づいて、前記病棟薬剤業務が１ヶ月間に予め設定された目標時間（２０時間／週）
以上実施されたか否かを判断することが可能である。さらに、前記業務管理システム１で
は、前記病棟薬剤業務の実施時間の現在までの合計時間の前記目標時間に対する達成状況
を容易に把握することも可能である。また、前記業務管理システム１では、前記目標時間
を達成するための指標となる毎日の前記病棟薬剤業務の実施時間のペース配分などを薬剤
師などのユーザーに認識させることができる。したがって、前記業務管理システム１を用
いれば、前記病棟薬剤業務の実施時間の所定期間の合計が予め設定された目標時間を達成
するように薬剤師の業務管理を支援することができる。
【０１３８】
［その他の機能］
　また、前記業務管理システム１は、以下に示す機能を更に備えることが考えられる。な
お、以下に示す各機能は、前記ＣＰＵ２１が前記業務管理プログラムに従って各種の処理
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を実行することにより実現される。
【０１３９】
＜日常業務入力機能＞
　前記実施の形態では、前記業務管理システム１において、前記病棟薬剤業務を特定業務
の一例に挙げ、前記病棟薬剤業務についてのみ前記業務日誌情報が登録される場合につい
て説明した。一方、前記日誌入力画面Ｇ１又は前記日誌入力画面Ｇ２において、前記病棟
薬剤業務に加えて、前記病棟薬剤業務に属さない通常業務についても入力可能な構成が考
えられる。なお、前記ＣＰＵ２１は、前記日誌入力画面Ｇ１又は前記日誌入力画面Ｇ２に
おいて、前記病棟薬剤業務と前記通常業務とを区別可能な形態（文字色、背景色、又は表
示場所）で表示させることが考えられる。また、前記ＣＰＵ２１が、前記日誌入力画面Ｇ
１又は前記日誌入力画面Ｇ２において、前記病棟薬剤業務及び前記通常業務の両方又はい
ずれか一方だけをユーザー操作に応じて切り替えて表示可能な構成も考えられる。
【０１４０】
　具体的に、前記業務マスターには、前記病棟薬剤業務に加えて前記病棟薬剤業務に該当
しない前記通常業務の業務内容も登録されており、前記業務マスターでは、前記病棟薬剤
業務と前記通常業務とを識別するための業務識別情報が設定されている。一方、前記サー
バー２の前記ＣＰＵ２１は、前記業務マスターの前記業務識別情報に基づいて、前記デー
タ記憶部２４に記憶された前記業務日誌情報の中から前記病棟薬剤業務に関する業務日誌
情報のみを抽出する業務抽出機能を有する。また、前記ＣＰＵ２１は、前記業務抽出機能
により抽出された前記業務日誌情報に基づいて、前記病棟薬剤業務の実施時間の算出、表
示、又は印刷などを実行する機能を有する。なお、前記ＣＰＵ２１は、前記業務日誌情報
に含まれた前記病棟薬剤業務及び前記通常業務の両方の実施時間の算出、表示、又は印刷
などを実行することも可能である。
【０１４１】
　このように構成された前記業務管理システム１では、薬剤師が１日に実施した前記病棟
薬剤業務及び前記通常業務の両方を前記日誌入力画面Ｇ１又は前記日誌入力画面Ｇ２にお
いて入力することができる。そして、前記業務管理システム１での、前記サーバー２にお
いて前記病棟薬剤業務のみを抽出して前記病棟薬剤業務の実施時間の算出、表示、又は印
刷などが実行されるため、薬剤師により実施された病棟ごとの前記病棟薬剤業務の実施時
間を統括的に管理することが可能である。
【０１４２】
＜シフト予定入力＞
　前記ＣＰＵ２１は、例えば前記クライアント端末３から管理者権限を有する薬剤師など
のユーザーがログインしている場合に、今後の前記病棟薬剤業務の実施予定として、病棟
、薬剤師、実施日時、業務内容、実施時間を割り当てた業務シフトの入力を受け付けるシ
フト管理機能を有することが考えられる。そして、前記ＣＰＵ２１は、入力された前記業
務シフトに従って前記業務日誌情報を仮登録する機能を有する。これにより、前記薬剤師
が前記日誌入力画面Ｇ１又は前記日誌入力画面Ｇ２により前記業務日誌情報を登録する場
合、既に仮登録された前記業務日誌情報の内容を確認し、前記業務日誌情報の内容を実際
に実施した場合には、そのまま前記登録ボタン１２１を操作することにより容易に前記業
務日誌情報の登録作業を行うことができる。なお、前記ＣＰＵ２１は、前記日誌入力画面
Ｇ１又は前記日誌入力画面Ｇ２の前記日別一覧領域Ｒ１６において、前記業務シフトに応
じて予め自動的に仮登録された前記業務日誌情報を区別可能な形態（文字色、背景色、又
は表示場所）で表示させることが考えられる。
【０１４３】
　また、前記ＣＰＵ２１は、前記業務シフトの入力時に、前記業務シフトに従って前記薬
剤師各々が業務を実施したと仮定した場合にその業務シフトの期間（例えば１月など）に
おける前記病棟薬剤業務の実施時間の合計が予め設定された目標時間を達成するか否かを
判断し、その判断結果を表示させることが考えられる。これにより、前記業務シフトを入
力する際に、前記業務シフトの期間における前記病棟薬剤業務の実施時間の合計が前記目
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標時間を達成するように前記業務シフトを修正するなどの変更を促すことができ、前記病
棟薬剤業務の実施時間の合計が前記目標時間に確実に達するように支援することができる
。
【０１４４】
＜病棟薬剤業務加算可否の通知機能＞
　また、前記サーバー２は、前記データ記憶部２４に記憶された前記業務日誌情報に基づ
いて、予め設定された所定期間内に前記病棟薬剤業務の実施時間が予め設定された目標時
間以上に達しているか否かを判断し、その判断結果を前記通信網Ｎ１を介して接続された
前記医療機関の会計システム（不図示）に通知する機能を有する。これにより、前記会計
システム（不図示）では、前記サーバー２からの通知に基づいて、会計の際に前記病棟薬
剤業務加算の可否を判断することが可能になる。
【０１４５】
［第２実施形態］
　以下、本発明の第２実施形態に係る業務管理システム１１について説明する。ここに、
図１８は、前記業務管理システム１１の概略構成を示すブロック図である。なお、本実施
の形態では、前記業務管理システム１１について、前記業務管理システム１と異なる点の
みを説明する。
【０１４６】
　図１８に示すように、前記業務管理システム１１では、前記サーバー２及び前記クライ
アント端末３が、前記通信網Ｎ１を介して調剤制御装置４及び各種の調剤機器５に接続さ
れている。前記調剤制御装置４は、前記調剤機器５各々の動作を制御する。例えば、前記
調剤制御装置４は、上位システムである電子カルテシステム等から入力される処方データ
に従って前記調剤機器５に対して各種の調剤処理を実行させ、或いは薬剤師による調剤作
業を支援する。なお、前記サーバー２が前記調剤制御装置４の機能を兼ねる構成も考えら
れる。前記調剤機器５は、薬剤師により医薬品の調剤が行われる際に使用される機器であ
る。例えば、前記調剤機器５は、錠剤分包機、散薬分包機、水剤分注機、シート払出装置
、ピッキング補助装置、抗がん剤調製支援システム、混注装置、薬剤秤量装置、調剤監査
装置、及び鑑別装置などである。なお、前記業務管理システム１に接続される前記調剤機
器５の機種はこれらに限らない。
【０１４７】
　前記錠剤分包機は、複数種類の錠剤が収容された複数の薬剤カセットを有し、調剤デー
タに従って前記薬剤カセットから錠剤を払い出して１服用分ごとに分包紙で包装する分包
動作を実行する。前記散薬分包機は、投入された散薬を調剤データに従って１服用分ごと
に分包紙で包装する分包動作を実行する。前記水剤分注機は、複数種類の水剤が収容され
た複数の薬瓶を有しており、調剤データに従って前記薬瓶から必要量の水剤を払い出す。
前記シート払出装置は、調剤データに従って、予め錠剤が包装されたＰＴＰシート又はヒ
ートシールが収容された複数のシートカセットから払い出す。前記ピッキング補助装置は
、薬剤師が手動で調剤する際に用いられ、薬品棚又は薬瓶などに付された識別情報（バー
コードなど）から医薬品名を読み取って、その読み取られた医薬品名と処方データに含ま
れる医薬品名との照合を行うものである。
【０１４８】
　前記抗がん剤調製支援システムは、例えばバイオハザード対策が施されたキャビネット
内で薬剤師により実行される抗がん剤の調整作業を支援するシステムであり、例えば調剤
開始の操作に応じて調製手順及び調製分量などのナビゲーションを実行する。前記混注装
置は、調剤データに従って抗がん剤などの薬剤を輸液に注入する混注作業をロボットアー
ムで自動的に実行する。前記薬剤秤量装置は、前記散薬分包機に投入する散薬を事前に秤
量する際に用いられる。前記調剤監査装置は、錠剤監査装置、散薬監査装置、又は水剤監
査装置などであり、調剤後の医薬品を撮像した画像又は調剤後の医薬品の重量などに基づ
いて、調剤された医薬品と処方データに含まれる医薬品との照合を行うものである。前記
鑑別装置は、患者が保有している薬剤の種別を、薬剤の色調、大きさ、剤形、記号、コー
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ド、マーク、硬度、重量、又は比重などに基づいて判断する。また、薬剤師による薬剤の
種別の判断及び入力を支援する鑑別プログラムに従った処理を実行するパーソナルコンピ
ュータ等の情報処理装置も前記鑑別装置の一例である。
【０１４９】
　このような構成において、前記ＣＰＵ２１は、薬剤師により行われる調剤業務で使用さ
れる前記調剤機器５又は前記調剤制御装置４から前記調剤機器５の使用開始及び使用終了
に関する機器使用情報を取得する。前記機器使用情報には、前記調剤機器５の使用開始日
時、使用終了日時、担当薬剤師、及び使用対象病棟などの情報が含まれる。ここに、係る
処理を実行するときの前記ＣＰＵ２１が機器情報取得手段の一例である。前記ＣＰＵ２１
は、前記調剤制御装置４又は前記調剤機器５から送信される前記機器使用情報を受信する
ことにより、又は前記調剤制御装置４又は前記調剤機器５が備える記憶装置から前記機器
使用情報を読み出すことにより前記機器使用情報を取得する。
【０１５０】
　例えば、前記業務管理システム１１では、薬剤師が、前記調剤制御装置４又は前記調剤
機器５に有線又は無線で接続されたバーコードリーダーなどの読取端末によって自己のＩ
Ｄカードのバーコードを読み取らせてから前記調剤機器５を使用し、前記調剤機器５の使
用終了時に再度、前記読取端末によるバーコードの読取操作を行う運用が行われているこ
とが考えられる。この場合、前記調剤制御装置４又は前記調剤機器５では、前記薬剤師に
よる調剤作業の開始時刻及び終了時刻などの調剤業務に関する前記機器使用情報を前記サ
ーバー２又は前記クライアント端末３に送信することが可能である。
【０１５１】
　そして、前記サーバー２又は前記クライアント端末３では、前記ＣＰＵ２１又は前記Ｃ
ＰＵ３１が、前記機器使用情報及び前記調剤機器５の機種などに基づいて、前記業務日誌
情報を自動的に登録する自動登録処理を実行することが考えられる。ここに、係る処理を
実行するときの前記ＣＰＵ２１が自動登録手段の一例である。なお、前記ＣＰＵ２１は、
前記業務日誌情報を仮登録の状態にした後、ユーザーによる確認操作が行われたことを条
件に、前記業務日誌情報の登録を確定させることも考えられる。
【０１５２】
　このように構成された前記業務管理システム１１では、前記医療機関において各病棟で
前記調剤機器５を用いて前記病棟薬剤業務を実施する薬剤師は、前記病棟薬剤業務の実績
を自発的に前記業務日誌情報として登録する必要がなく、日常業務を行うだけでよいため
薬剤師各々の負担を軽減することができる。
【符号の説明】
【０１５３】
１　：業務管理システム
２　：サーバー
３　：クライアント端末
２０：バス
２１：ＣＰＵ
２２：ＲＯＭ
２３：ＲＡＭ
２４：データ記憶部
２５：通信インターフェース
２６：表示装置
２７：操作装置
２８：読取装置
２９：記録媒体
３０：バス
３１：ＣＰＵ
３２：ＲＯＭ
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３３：ＲＡＭ
３４：データ記憶部
３５：通信インターフェース
３６：表示装置
３７：操作装置
３８：読取装置
３９：記録媒体
４　：調剤制御装置
５　：調剤機器
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